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 皆さんおはようございます。 

 ただいまの出席議員は１４名です。 

 定足数に達していますので、直ちに本日の会議を開きます。（午前９時２８分） 

 本日の議事日程はお手元に配布のとおりです。 

 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、議長において１番 長江議員、２

番 木内議員を指名します。 

 

 日程第２に入る前に議案書の訂正があります。浦川総務課長。 

 

 提出をいたしました議案書に誤りがございましたので、訂正のお願いをいたします。 

お手元にお配りをしております令和６年第１回海陽町議会定例会提出議案正誤表のとおり、令

和６年度特別会計予算書の議案第４０号、令和６年度海陽町海南病院事業会計の１８６ページの

Ⅰ重要な会計方針に係る事項に関する注記、３の引当金の計上基準中の現在（１）賞与等引当金

となっておりますところが、正しくは（１）退職給付引当金への訂正でございます。 

お詫びをして訂正いたします。申し訳ございませんでした。 

 

 はい。それでは、日程第２、委員長報告を行います。 

 まず総務産業建設常任委員会、叶岡委員長、お願いします。 

 ６番 叶岡委員長。 

 

 おはようございます。 

ただいまから総務産業建設常任委員会、委員長報告をいたします。 

 ３月１２日、午前９時２６分に開会しました。出席者は委員７人、議長、町長、副町長、参事

を含む所管の課長１０人、傍聴者は、報道関係含め４人でした。 

 開会後、町長より、能登半島地震の発生を受けて、６月議会で防災対策予算を提案する、町を

あげて防災対策を行っていくとの発言がありました。その後、当委員会が所管する定例会提出議

案について、各担当課から順次説明を受けました。 

 議案第３号、海陽町林業従事者専用住宅の設置及び管理に関する条例については、林業従事者

の受入体制を整えるため、条例の制定を行うものでありました。 

 委員から、指定管理者に管理を行わせる場合の条文があるが、指定管理の予定はあるのかとの

問いに、町長より条文は加えているが、町直営で運営していくとの答弁がありました。 

 また、委員から、県からの住宅用部材の未使用分の今後の活用予定はとの問いに、あと２棟分

残っているが、現在、明確な計画はない。今後、活用方法を検討していくとの答弁がありました。 

 議案第４号、海陽町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例及び海陽町会計年度任用

職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例については、会計年度任用職員への

勤勉手当の支給など、常勤職員と同様の取り扱いができるよう、条例の改正を行うものでありま

す。 

 議案第５号、海陽町病院事業の設置等に関する条例及び海陽町水道事業の設置等に関する条例

の一部を改正する条例と、議案第８号、海陽町竹ケ島漁港管理条例の一部を改正する条例と、議

案第１０号、海陽町水道給水条例の一部を改正する条例については、国の法律などの改正に伴い、

条例の改正を行うものであります。 

 議案第１２号、令和５年度奥谷トンネル修繕工事に係る相互関連工事変更受託契約については、

標準工期の確保ため、工期延伸を行う。 

議案第１３号、指定管理者の指定については、漁火の森宿泊施設等の指定管理者を、株式会社

漁火に令和７年３月３１日までを指定する。 

議案第１５号、辺地に係る総合整備計画の一部変更については、村山集会所を追加する。 

議案第１７号、固定資産評価審査委員会委員の選任については、令和６年５月２５日の任期満

了に伴い、３名の再任を行うものであります。 

議案第１９号、令和５年度海陽町一般会計補正予算（第６号）の総務産業建設常任委員会の所

管部分については、繰越明許費の主なものは、土木費では、道路メンテナンス事業は、橋梁修繕

工事で渇水期に工事施工するなど、板取西川護岸改修事業は住宅にできるだけ影響を与えない施
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工方法などについての協議に時間を要したため、繰越をするとのことであります。 

委員から、浚渫事業は住民生活に関連している。近隣住民の声を聞くなど、繰越がないように

早急に行っていくべきであるとの意見がありました。 

 歳入予算の主なものは、ふるさと納税一般寄附金は、１２月分までの寄附金で１億６１３９万

７千円を計上、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の予算計上に伴い、財政調整

基金繰入金５３００万円を減額するものでありました。 

歳出予算の主なものは、水産業費では、鞆奥漁港の県営漁港改修事業負担金に７２８万円、土

木費では、奥谷トンネル修繕工事委託料に９１５万円、板取西川護岸改修工事に１０００万円、

諸支出金では、減債基金積立金に２０７４万８千円、ふるさとづくり寄附基金積立金に７４４３

万４千円を積み立てるものでありました。 

 委員から、ふるさと納税による町の利益はどれくらいにあるのかとの問いに、寄附金の約半分

が返礼品などの経費で、残りが利益となるとの答弁がありました。また、空き家改修支援事業補

助金や町産材活用住宅等建築推進事業補助金の予算について、大幅な減額が出ない範囲で予算を

計上すべきであるとの意見がありました。 

続いて、議案第２３号、令和５年度海陽町浅川公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）か

ら、議案第３１号、令和５年度海陽町水道事業会計補正予算（第４号）までの９議案については、

年度末の予算調整、また、宍喰公共下水道事業と川西地区農業集落排水事業では繰越明許の補正

をするものであります。 

 委員から、ＤＭＶの故障について、早急に原因を究明し、きちんとした対応を行うべきである

との意見がありました。 

議案第３３号、令和６年度海陽町一般会計予算は、予算総額を８０億６７００万円とするもの

であり、総務産業建設常任委員会の所管部分について、歳入予算の主なものは、町税は定額減税

などの影響により、令和５年度当初予算より５２５５万２千円減額の５億８４１６万７千円。普

通交付税は３６億２４８万７千円。国庫補助金では、土木費国庫補助金の社会資本整備総合交付

金は、橋梁の点検・修繕に１億２０９７万７千円。県負担金では、農林水産業費県負担金の地籍

調査事業費、県負担金は奥浦地区の調査などに５４００万円。財政調整基金繰入金は、昨年度よ

り３０００万円の増額の８億円。ふるさとづくり寄附基金繰入金は、高齢者外出応援事業、グロ

ーバル教育、高校魅力化事業などへ１億１７６０万円。町債では、消防債の防災行政無線システ

ム改修事業債に５億９０００万円の計上などであります。 

歳出予算の主なものは、総務費では、総務一般管理費のふるさと納税お礼品購入費は、寄附金

の目標額を２億円としての６０００万円、企画費のシステム導入委託料２７００万円は地域情報

アプリを導入。農林水産業費では、農業用機械購入助成として集積加速化支援事業補助金６００

万円、農業用機械等共同利用促進事業補助金４５０万円。土木費、道路新設改良費の橋梁点検委

託料は、橋梁点検・修繕詳細設計に１億２５０万円、橋梁修繕工事請負費に１億２０００万円。

公園費では、ピクニック公園大型遊具更新に伴う既存遊具撤去費に７０００万円。消防費では宍

喰地区の避難タワー基本設計委託料に２０００万円、災害時アクションカード作成業務委託料に

４５０万円の計上でありました。 

 委員から、地域情報アプリはどこに委託するのか。利用開始時期はとの問いに、プロポーザル

審査で業者選定を行う。令和７年４月スタートを目指していくとの答弁がありました。 

次に、所有者が亡くなっている場合の廃船対策を検討してほしいとの意見に対し、対応できる

方法を検討していくとの答弁がありました。 

次に、避難タワーを整備する場所はどこか。事業費の見込はとの問いに、令和６年度に候補地

の選定を行い、地域住民と協議し基本設計を進めて行く。事業費は３億円から５億円を想定して

いるとの答弁がありました。 

 また、委員から、これからの雨期に向け、県へ母川右岸の樹木伐採の要望してほしいとの意見

がありました。 

続いて、議案第３７号、令和６年度海陽町鉄道経営安定基金特別会計予算から、議案第３９号、

令和６年度海陽町下水道事業会計予算までの３議案は、各特別会計の通年予算の計上でありまし

た。 

概要は、以上のとおりで、午後５時に委員会を閉会いたしました。 

以上で、総務産業建設常任委員会の委員長報告を終わります。 

  

 これで総務産業建設常任委員会、委員長報告を終わります。 

 続きまして、文教厚生常任委員会、富田委員長、お願いします。 

 ５番 富田委員長。 

 

 皆さんおはようございます。 
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 ただいまより文教厚生常任委員会の委員長報告をさせていただきます。 

３月１１日、午前１０時２７分から委員会を開会いたしました。出席者は町長、副町長、教育

長、参事２名、所管の課長６名、宍喰診療所事務長、住民環境課長補佐、議会事務局長、委員７

名、傍聴者は６名でした。 

当委員会所管の協議事項の３月提案について説明を受けましたので、抜粋して報告をいたしま

す。 

議案第５号、海陽町病院事業の設置等に関する条例及び海陽町水道事業の設置等に関する条例

の一部を改正する条例については、改正法により地方自治法に条ずれが生じたために改正するも

のでした。 

議案第６号、海陽町コミュニティセンター等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例については、令和６年３月で村山集会所が完成することにより追加するものでした。 

議案第７号、海陽町介護保険条例の一部を改正する条例については、保険料率を改正するもの

でした。 

また委員から、一部の段階で保険料率を下げる理由はとの問いに、国の標準保険料率を適用し

ている。また、新たに加えられた９段階から１３段階の対象者は何人かとの問いに、計画値で１

０４名としている。さらに保険料の今後の見通しはとの問いに、給付費は年々増加しており、基

金の一部を取り崩しながら３年間の運用となるとのことでした。 

議案第９号、海陽町営住宅管理条例の一部を改正する条例については、配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正に準じて、本条例の一部を改正するものでした。 

議案第１１号、海陽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て

支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、アナログ規制の

見直しを進める中で行われた改正によるものでした。 

議案第１４号、指定管理者の指定については、デイサービスセンターの指定管理者を海陽町社

会福祉協議会に指定するものでした。 

議案第１６号、教育委員会委員の任命については、令和６年５月２７日で任期満了となる委員 1

名の再任同意を求めるものでした。 

議案第１８号、人権擁護委員候補者の推薦については、人権擁護委員候補者２名を推薦するも

のでした。 

議案第１９号、令和５年度一般会計補正予算の所管の部分については、歳出予算の主なものは、

総務費では、戸籍附票にフリガナ関連を整備するためのシステム改修に２４６万４千円の増額。

民生費では、特養海南荘負担金１５２３万５千円の増額、宍喰保育所運営委託料３４６万６千円

の増額。教育費では、学校給食における物価高騰による給食費補助１３０万円の増額でした。 

委員から、給食費無償化について町の考えはとの問いに、今後、国で無償化の方針が示される

予定であり、国の動向を見ながら、町において有利な方向性を示したいとのことでした。 

また、特養の負担金は、全体の約７０％が海陽町の負担となっている。根本的な見直しが必要

ではとの問いに、負担額を減らすため、利用者を増やす取り組みを進めており、指定管理者の再

公募も検討していきたいとのことでした。また、特養は組合運営で続けていくべきものなのかと

の問いに、できれば３町で維持していきたい。特養の問題は老朽化した施設が原因である。組合

で協議されているのかとの問いに、まずは民間に指定管理し、民間の意見を取り入れながら進め

ていきたいとのことでした。 

特別会計の補正予算の主なものは、議案第２０号、国民健康保険特別会計については、海南病

院への繰出金４１８６万２千円を増額するものでした。 

議案第２１号、後期高齢者医療特別会計については、保険料収納額が３３０万７千円の増加す

ることに伴うものでした。 

議案第２２号、介護保険特別会計では、介護サービス給付費の増加により、１４４２万４千円

を追加するものでした。 

議案第３３号、令和６年度一般会計予算の所管の部分については、歳出予算の主なものは、総

務費では、住基システム改修に１３６６万２千円。民生費では、デイサービス統合に向けたさつ

き荘への介護浴槽導入費８９２万円、児童手当費に９３７８万円、０歳から１８歳までの子ども

あゆみ医療費助成に３１４１万６千円。衛生費では、がん健診の委託料として１０４７万４千円、

予防接種委託料に２５１１万１千円。教育費では、グローバル教育事業サポート委託料１５００

万円、地元高校育成交付金１５５６万円、海南小学校プールろ過器改修工事１６００万円、博物

館シアタールーム動画再生システム更新３７０万円、スクールバスの車両購入費９３０万円、貸

出用マイクロバスの車両購入費９５０万円、給食配送車の車両購入費１０００万円でした。 

委員から、町債の発行に上限はあるかとの問いに、過疎・辺地債は県によっての配分となって

おり、その他の起債は、国の予算の範囲内であれば発行は認められる仕組みとなっているとのこ

とでした。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日程第３ 

一 般 質 問 
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また、町内のひきこもり対象者は把握できているかとの問いに、障害者手帳を所持されている

方等は把握しているが、全数の把握は難しいとの状況で、ひきこもり対策居場所づくり事業につ

いて受入体制の要望があったのか、また周知方法はとの問いに、要望はないが、新たに居場所を

つくることでひきこもり対策の一助にしていく、周知は広報で行うとのことでした。 

また、昨年、空き家のことを本会議で質問したが、当時５１４件。１０年近く経つので空き家

調査をしてはどうかとの問いに、当初予算には計上できていないが、早い段階で調査を検討した

いとのことでした。 

 また、し尿処理の問題で合併当初から人口も減少し、下水道事業が進んだことにより利用者が

減っている。５年間のデータを提供してもらえないか。し尿処理の仕方が現在のし尿処理場を統

合すれば十分対応できる。美波町でもコストを削減していこうと研究している。海陽町も調べて

みてはどうかとの問いに、５年間のデータはある。海陽町においてもいろいろな調査を進めてい

るとのことでした。 

また、斎場は、現在２カ所あるが、今後、どうしていくのかとの問いに、亡くなる人が増加し

ている。当面は２施設の体制を維持していきたいとのことでした。 

また、これまでにどのくらいの頭数を去勢避妊してきたのか。また、イヌ・ネコの避妊去勢手

術委託料はどこに支払うのかとの問いに、委託料は５千円の２０匹分で県獣医会へ委託したもの。

ＴＮＲの手術頭数は、令和元年から５年間で約６００匹とのことでした。 

また、飼いネコについても６００匹に含まれるのかとの問いに、含まれていない。飼いネコに

ついては、動物愛護管理適正化推進補助金の対象となるとのことでした。 

また、宍喰図書館外壁改修工事について、工事を発注し作業用足場を組んだが、発注後に行う

外壁等の詳細調査結果により途中で中断となった。その場合の事業費はどうなるのかとの問いに、

令和５年度工事では、外壁改修以外の補修のみを行い、工事を完了する。当初予定していたが、

実施できなかった外壁改修にかかる部分は減額させていただき、改めて、令和６年度に外壁改修

工事を予定しているとのことでした。設計業者の単純なミスではないのか。最初に十分に確認調

査をしていれば、済んだ話である。今後、このような業者を設計業務の入札から外すとか、ペナ

ルティをかけるなどの考えはないのかの問いに、今回、外壁改修工事を発注し施工するにあたり、

設計時の簡易調査と発注後の詳細調査でクラック補修延長の数量差が大きかったこと、設計の段

階で十分に状況を把握できていなかったことなど、ペナルティ等については、今後、十分に状況

を精査し判断していきたいとのことでした。 

議案第３４号、令和６年度国民健康保険特別会計予算については、事業勘定の総額は１３億２

３９３万２千円で、保険給付費は９億７２７５万３千円、保健事業費は１２４２万７千円。施設

勘定の総額は８０９６万円。 

議案第３５号、令和６年度後期高齢者医療特別会計予算については、総額２億１８１０万５千

円で、後期高齢者医療広域連合納付金は２億３６５万２千円でした。 

委員から、保険証は１２月２日に廃止になるのかとの問いに、国の方針により、紙の保険証は

１２月２日で廃止される。また、窓口負担の見直しはないのかとの問いに、据置となるとのこと

でした。 

議案第３６号、令和６年度介護保険特別会計予算については、総額１６億５１３９万６千円で、

保険給付費は１５億４５８５万６千円、地域支援事業費は７４１０万１千円でした。 

議案第４０号、令和６年度海南病院事業会計予算は、第３条収益的収入及び支出は、収入・支

出とも６億９２５０万２千円で、第４条資本的収入及び支出は、収入・支出とも４２０３万９千

円とするものでした。収入予算は一般会計からの繰入金が４２０３万９千円で、支出予算は器械

備品購入費が２６６万円とのことでした。 

委員から、へき地医療医師派遣委託料について説明をとの問いに、県から派遣されていた医師

が５名から３名になり、２名減り、うち１名が会計任用職員となった。また、整形外科医師との

契約はとの問いに、基本は派遣期間１年とのことでした。 

概要は以上のとおりで、委員会を午後４時１６分に閉会いたしました。 

これをもちまして、文教厚生常任委員会の委員長報告を終わらせていただきます。 

 

 これで文教厚生常任委員会、委員長報告を終わります。 

 以上で、委員長報告を終わります。 

 

 日程第３、一般質問を行います。 

 通告順により発言を許可します。１番 長江議員。 

 

 皆さんおはようございます。 

それでは、議長の許可を得ましたので、通告に従い、一般質問を行います。 
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まず初めに、ＳＤＧｓの取り組みについて質問をしたいと思います。 

本町の総合戦略の中の冒頭に、接続可能な開発目標ＳＤＧｓといった新たな視点を踏まえ、中

長期的な本町のさらなる発展・反映のため、第２期海陽町まち・ひと・しごと創生総合戦略（以

下、「第２期海陽町総合戦略」という。）を策定するものとなっています。また、第２期におけ

る新たな視点の中でも、新しい時代の流れを力にするの中でもＳＤＧｓを原動力とした地方推進

に向け、本町では、具体的な施策を可能な限り結びつけ、ＳＤＧｓを意識した施策展開を行うと

明記されております。ＳＤＧｓは１７の国際目標、その下に１６９のターゲット、２３１の指標

が決められておりますが、日本ではそのうちの８分野を優先課題としており、各事業のＳＤＧｓ

への貢献度を見える化することを目的として目標が策定されております。とかくＳＤＧｓといえ

ば、環境問題やごみ減量が主流であると思われがちですが、ほかにもたくさんの目標があり、町

全体で関わらないとその目標の達成は難しいと思われます。そこで、本町では具体的にＳＤＧｓ

を意識した施策はどのようなものがあるのか。また見える化して、住民にもそのことを知らせる

必要があると思うが、どのようにしているのか、お伺いいたします。 

 

 奥原行革政策課長。 

 

 それではお答えをいたします。ＳＤＧｓの取り組みについてとのご質問でございますが、ＳＤ

Ｇｓとは持続可能な開発目標です。持続可能とは、将来の世代のための環境や資源が守られ、今

の状態が持続できることであり、開発とは、全ての人が安心して満足して暮らせるようになるこ

とと理解しております。また、ＳＤＧｓの理念として、誰一人取り残さない持続可能でよりよい

社会の実現を目指すとなっていることを踏まえて、本町では、全ての町民が持続可能な住みよい

まちづくりを目指しているところでございます。議員お話のとおり、ＳＤＧｓは多様な目標があ

りまして、目標達成には官民一体となり、町全体で関わる必要があると考えております。現在、

第２期海陽町まち・ひと・しごと創生総合戦略の中にも、ＳＤＧｓを意識した具体的な事業を盛

り込み、事業に取り組んでいるところです。ＳＤＧｓの１７の目標の中の住み続けられるまちづ

くり目標では、きゅうりタウン構想推進事業、みらいの担い手育成事業、移住定住支援事業、企

業誘致定着支援事業、事前復興計画の推進に取り組みまして、また質の高い教育をみんなにとい

う目標では、ＩＣＴ教育、グローバル教育、地元高校育成事業に取り組みまして、全ての人に健

康と福祉をという目標では、高齢者外出応援事業、特定健診特定保健指導の実施率の向上に取り

組み、また海の豊かさを守ろうという目標では、竹ケ島海域公園魅力化事業に取り組んでいると

ころでございます。また、事業所といたしましても、海陽町地球温暖化対策実行計画の推進や公

用車でのエコカーの保有率の向上に取り組んでいるところであります。ＳＤＧｓは個人でも簡単

にできることはあります。節電や節水、ごみの削減、環境に配慮した製品やサービスの利用、フ

ードロスの削減、家事や育児の分担、災害対策などでございます。今後、さらに個々の立場や組

織を超えて、産業、環境、教育、医療、福祉、防災、まちづくりなどの領域を超えて、ＳＤＧｓ

に基づく地方創生が求められていると考えております。令和７年度からの第３期まち・ひと・し

ごと創生総合戦略の中でも、ＳＤＧｓを意識した地方創生に取り組んでいくとともに、町民の方々

へホームページやＳＮＳなどで、個人でできることや町の取り組みなどをＳＤＧｓの意識啓発を

図っていきたいと考えております。以上でございます。 

 

 １番 長江議員。 

 

 １７の目標があって、それをなかなか全て全部やるというのはなかなか難しいと思うんですが、

やはり住民は何がＳＤＧｓに関係してるかというのを分からずにいるところがあると思いますの

で、できるだけそこを周知して、持続可能な海陽町ということで、どういうふうなことをやって

いるのかということをアピールしていく場所だと思いますので、十分、アピールをして見える化

を進めていっていただけたらなと思います。まあこのＳＤＧｓの内容ですが、やはり全ての職員

が全て理解しているかというと、そうではないような気がします。やはり最低でも、自分の課が

何を目標としているかということを知っておく必要がありますし、あと何ていうんですかね、ほ

かの町で見ますと、表に落とし込んで、自分の課がこの目標のどこに該当しているのかというよ

うな取り組みを行っている市町村もあるようでございます。また課の看板にしても、今現在、う

ちの課の庁舎の看板見ると、課の名前しか載っていないようなところがあるんですが、それもＳ

ＤＧｓがどのようなことをやっているのかという明記している市町村もありますし、これは提案

ですが、できるだけやはり見える化ということであれば、そういうところぱっと見てすぐ分かる

ようなところに、今カウンターの上には何ていうんですかね、細かいあれも置いてあると思うん

ですが、やはり入ってすぐにこの課が何をしているかというのが分かるというのが、住民にとっ

ても行きやすいというか、ことになると思いますので、そのついでと言ってはなんですが、やは



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

三浦町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

長  江 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

圓山上下水道

課長 

 

 

 

りグローバル化ということもありますので、英語表記とか、そういうのも今後考えていったらど

うかなと思うんです。表記の追加などもして住民に分かりやすくすることも一つの手ではないか

と思うんですが、その辺に対して町長のお考えどうでしょうか、そういうことをしていくお考え

はないでしょうか。 

 

 三浦町長。 

 

 お答えをいたします。まず議員ご存じであると思いますけれども、このＳＤＧｓというのは世

界レベルで各国が取り組んでいこうという国連の目標でありまして、全ての人がそれぞれの立場

からこの目標を達成するために行動しようというような、そのようなことであると思います。Ｓ

ＤＧｓを知ることは必要だと思うんですけれども、町がＳＤＧｓを踏まえて事業を進めていくに

当たって、我々が本当にこうやらなければならないことを見誤ると、自分たちの生活に大きな影

響を及ぼす危険性もあると私は考えております。２０３０年までにと国連が定めるこの１７の目

標でありますけれども、実際は、実態が伴っていないＳＤＧｓウォッシュというのも問題になっ

ているところです。プランや事業と合わない分野まで無理やりＳＤＧｓを取り入れて、本旨から

ずれてしまい、現在の生活が非常に窮屈になってしまう。安易に取り組んでいくと、結果的にＳ

ＤＧｓの趣旨に反するということも考えられます。グローバルスタンダードというのに合わせる

ことも非常に大切であると思いますけれども、まず自分の今いる状況をしっかりと見る中で、無

理なく良い方向へ持っていくために、どのような努力をしていくのかを考えて行動する必要があ

りまして、総合戦略を国の地方創生の推進交付金と紐付いているという関係もあるために、総合

戦略には広い意味でＳＤＧｓを意識した施策展開を行うというふうには書いておりますけれど

も、先ほどの課長の答弁でもあったように、結果的に町で展開している事業がＳＤＧｓに沿って

いるというのが、本来の姿であると私は思っております。海陽町としましては、自分たちの置か

れている状況を把握をして、しっかりと足元を見る中で、余裕があり改善できるところは世界規

模の目標に向かい、そして逆に遅れているところは自分たちが取り残されないようにＳＤＧｓを

率先していって、２０３０年には少しでも都会との格差をなくしていけるように、そして、その

結果、住み慣れたこの場所で取り残されずに生活ができるように、目標を持ってしっかりと事業

展開をしてまいりたいと思っております。子どもたちの教育面におきましても、自分たちの置か

れている状況をしっかりと把握する中で、ＳＤＧｓの趣旨をしっかりと考えながら、上見て暮ら

すな、下見て暮らせのような本末転倒なことにならないように、本旨をですね、しっかりと見る

ことができる目を養っていけるようなＳＤＧｓの学習に取り組んでいきたいと思っております。 

 また議員提案のですね、英語表記につきましては、今、グローバル教育、またグローバル事業

の方でですね、今、いろんな町の、例えば食堂のメニューとか、その辺りを英語表記ができない

かとか、そのようなこともいろいろ考えていただいておりますので、そちらの方の事業でいろい

ろ検討していきたいとそう思っております。 

 

 １番 長江議員。 

 

 本当にこのＳＤＧｓというのは国際目標であって、これをやはり町に合うように、本当に具体

的な次のまた第３期ですかね、の総合戦略を策定する上において、やはり町に合ったＳＤＧｓを

紐付けて、それを分かりやすく町民に知らせていくということを今後、行っていただけたらと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、次の質問に移りたいと思います。先の能登半島地震では、発災から２カ月以上経ち

ますが、まだまだライフラインの復旧ができず、被災者の方々は避難所生活を余儀なくされてい

ます。本町でも、南海トラフ地震に備えてさまざまな対策を講じていると思いますが、特に生活

に最も直結しているのが、水の確保です。このやはり水っていうのは人間が生きていく上で欠か

せないものであり、本当に大事なものであるというふうなことを考えております。また南海トラ

フ地震では広範囲が被災し、救援物資がなかなか届かないということも想定されると思います。

そこで、現在本町では、水道管の耐震化はどのくらいできているのか、お伺いいたします。 

 

 圓山上下水道課長。 

 

 現在、海陽町の水道管の耐震化はどのくらいできているのかという質問にお答えいたします。 

海陽町の水道管の耐震化率については、基幹管路が２万９６２２メートル、うち耐震管は８９

８９メートルであり、耐震化率は３０・３％となっております。全国では４１・２％となってお

り、徳島県では２８・４％となっております。全国的にも依然として低い状況となっております。

耐震管更新には事業費がかなりかかりますので、事業化するには水道料金にも影響します。コス
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トを抑えるため、サイズダウンの検討や、また災害時や災害復興時には、災害の拠点施設となる

ような場所を優先するなど、順位を決め、計画的に耐震化を進めていきたいと考えております。 

 

 １番 長江議員。 

 

 今、３０・３％ということで、全国平均が４１・２％、徳島が２８・４％ということで、徳島

県の平均よりは高いということでございますが、やはり今回、本当に能登半島地震では水の確保

というのが一番重要な課題となっておりまして、水は飲み水はもちろんのことですが、トイレ用、

お風呂用、手洗い用、それから洗濯用と多方面にわたって重要な役割があります。水不足によっ

て、衛生面でも感染症が拡大した等の報道もあったと思いますので、やはりこの点については、

これからもどんどん耐震化を進めていただいて、備えていただければなと思います。 

また続いてなんですが、その水の確保に向けて、今後どのような対策を考えているのか。それ

から現在、備蓄されてる備蓄品で、救援物資等が届くまで何日分ぐらいの備えがあるのか。また、

防災無線には無停電装置が付いているが、３日程度しか持たず、電気が復旧しないと使えない状

態となってしまう恐れがありますので、使用できないことで情報が錯綜し、正確な情報伝達や情

報収集ができないという事例も発生しております。今後、防災無線を更新する中で対応できる対

策等は考えているのでしょうか、お答えいただきたいと思います。 

 

 黒木建設防災課長。 

 

 お答えいたします。水の確保に向けてどのような対策を考えているのか。現在、備蓄されてい

る備蓄品で救援物資が届くまで何日分ぐらいの備えがあるかとの質問でありますが、能登地震に

より、石川県内では、３月１２日現在で約１万６０００戸断水中であると報告されております。

特に、発災後からしばらくは支援物資も届かない状況で、どのようにして水を確保するかは大き

な問題であります。備蓄の量については、平成２６年に県と市町村で構成する徳島県災害時相互

連絡協議会で策定した南海トラフ地震等に対応した備蓄方針で、発災１日目は住民持参、２日目

は市町村備蓄、３日目は県備蓄として確保し、４日目以降を国や関係機関等との協定に基づく支

援により確保することとなっております。議員提案の水の確保については、一人１日当たり３リ

ットルが必要とされており、現在約５８００リットルの備蓄しかないため、１日分は確保できて

おらず、保有する４台の浄水装置をはじめ、給水タンクなども活用しながら供給していく予定で

あります。また、飲料水以外の生活用用水も必要なことから、期限切れの飲料水などは廃棄せず、

発災時には生活用水として使用することで、飲料水の節約及び廃棄品の有効活用にもつながりま

す。一方、食料品については１日２食分が必要とされており、白米やパン、ビスケットなど約１

万１９００食の備蓄があるため、１日分は十分確保できておりますが、毎年、定期的に飲料水や

食料品を購入し、各庁舎や学校等へ配備を行っております。水も含め、備蓄している物資が避難

所に十分行き届かないことや、道路の寸断や広域災害により支援物資が何日も届かないことが想

定されるため、今後も継続して備蓄を進めるとともに、住民自身の備蓄の推進についても周知を

図ってまいります。 

続きまして、防災行政無線の質問についてお答えいたします。防災無線には無停電装置が付い

ているが、３日程度しか持たず、電気が復旧しないと使えない状態になってしまう恐れがありま

す。防災無線を更新する中で対応できる対策は考えているのかとの質問でありますが、防災行政

無線は、発災時に正確な情報を伝える手段として非常に重要な役割であると認識しております。

防災行政無線の整備につきましては、総務省が定めている非常通信確保のためのガイドマニュア

ルに基づき、各種設備の基準を設定しております。ガイドマニュアルでは、非常用発電機が未設

置の場合、バッテリーなどの非常用電源装置で４８時間以上の容量があることとされております。

一方、内閣府の大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手引きでは、人命救助の観

点から重要な７２時間は、外部からの電源なしで非常用電源を稼働可能とすることが望ましいと

示されております。これらのことから、現在、発注している防災行政無線の更新については、非

常用電源装置で７２時間稼働できる設備を整備する仕様となっております。議員ご提案のとおり、

停電時の稼働時間は３日程度となっているところではありますが、４日以上、防災行政無線を稼

働させるためには、バッテリーを増設することで稼働時間を長くすることは可能であります。し

かしながら、非常用バッテリーは重量が非常に重く、仮に１週間、防災行政無線を稼働させるた

めには、バッテリーが倍以上の重量となるため、バッテリーを添架している支柱の強度問題が発

生いたします。また、経年劣化によるバッテリーの交換時には、より多くのコストが必要となる

ことから、今回の防災行政無線の更新では、バッテリーで７２時間稼働が確保できるものを整備

しております。今後の対策としまして、防災行政無線と合わせ、住民への情報伝達として、情報

アプリの活用を予定しており、スマートフォンなどへ防災情報を継続的に発信できるように、役
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場親局の非常用発電機の強化や携帯キャリアが通信不能となった場合の通信手段の確保について

検討してまいります。 

 

 １番 長江議員。 

 

 今、言ったように、救援物資が届くまで何日分ぐらいということで、自分で１日分、町で１日

分、県で１日分ということで、まさによく言われる自助、共助、公助というところの自助の部分

で、まずは住民の方に備えをしてもらうという周知徹底をするということと、それから自主防災

組織での訓練の強化をすることによって共助ができると公助の部分でやはり先ほどの物資の増や

していくとか、あるいは予算付けですね。それからその必要物資の把握とか、支援の手配、それ

から避難所の整備とか運営、正確な情報収集や情報発信というのは公の役割になると思いますの

で、その部分、先ほど言った情報アプリですかね、これがこの前説明があったと思うんですが、

早くこのアプリを運用して情報伝達ができるように、特に災害弱者の方に、やはり使い方が分か

らないとアプリがあっても何の意味もありませんので、災害弱者の方にできるだけ高齢者の方、

あるいは子どもを抱えている家庭とか、そういうところに、まずはアプリの使い方を十分周知し

ていくということが求められるんじゃないかなと思います。毎年、やはり少しずつでも物資を確

保して、やはり南海トラフというのは広範囲で起こりますので、なかなか近隣市町村からの物資

っていうのは期待ができないところであり、これ東南海も起こると、静岡から九州までというこ

とで、本当に日本列島太平洋側が全てということになりますので、なかなか四国の方に本当に救

援物資が届かないっていうことも考えられると思います。これをこういうことについて予算付け

も必要とありますので、今後、予算付けとか、防災に対して、町長としてはどのようにお考えか、

最後に聞かせていただけたらと思います。 

 

 三浦町長。 

 

 お答えをいたします。先ほど課長からも答弁がありましたように、能登半島で現在、約１万６

０００戸が断水をしているということで、やっぱりこの長期的な水の確保についても、今後考え

ていかなければならないというふうにもそのように思っております。能登半島地震と違って南海

トラフの場合は、議員おっしゃるように、広範囲で被害が予測をされておりまして、今回のよう

に集中的に物資がすぐに届くということがあるかどうかも分かりませんし、人間の生命の根幹で

あるこの水に関して、生命を維持できる水量というのが、必ずやっぱり確保ができるように考え

ていかなければならないとそう思っております。今後はこの津波の浸水区域外にですね、打ち込

み井戸が打てないかとか、また今ある山間部の住んでる方々、津波の被害が多分ないであろうと

いうような場所の方々のところから水をどのようにして確保ができないかとか、またどのぐらい

の水量がそれによって確保ができるのかとか、また運搬はどうするのかなど、上下水道課と建設

防災課がちゃんと連携をして、また発想もしていって、それに必要な備品とかも購入していきた

いとそう思っております。すぐにできるものは、もう次の６月議会にしっかりと予算を出してい

って、また制度設計が必要なものに関しましては、近い議会に補正予算も計上してまいりたいと

思いますので、水に関しては、その節、またどうぞ議員の後押しもよろしくお願いをいたします。 

また先ほどの情報伝達の話なんですけれども、やはり自分も昔からその辺りずっとこう考えて

おりまして、今ほぼ全員が持っているそのスマホ、そしてまた災害時も多分必ず持って逃げるで

あろう、その携帯電話を使って情報共有ができないかというのをずっと考えていたところです。

４年前に東京のビッグサイトの方にドコモの５Ｇのイベントがありまして、それにもちょっと見

に行ったんですけれども、地震・津波があった際にですね、混線しないように、町外からの電波

を遮断して携帯電話が活用できないか、そしてまたてんでんこに逃げている家族の方の声が聞け

るようにできないか。そしてそれが可能になって、海陽町民が助かったらもう宣伝しますので、

企業イメージにも関わりますので、何とかつくってくださいというような、そういうふうな相談

もしたんですけれども、当時はですね、気球のようなアンテナは開発中だったんですけれども、

まだ技術的には伝言ダイヤルぐらいしかできないというような答えであったのを覚えておりま

す。その後もＮＴＴとか、通信会社が来るたびにですね、そのようなことをしつこく聞いてプレ

ゼンをしてもらったり、品物を持ってきてもらったりとしていたところですね、最近、ＫＤＤＩ

の方からですね、スターリンク衛星の電話なんですけれども、それが日本に上陸するという話を

聞きまして、Ｗｉ-Ｆｉを使ってスマホアプリに何とかそのような情報が出せないかということ

で、先ほど課長からもありましたけれども、そこに今行き着いているところです。現在、まぜの

おかに徳島Ｗｉ-Ｆｉというのが入っておりまして、それがもう期限がそろそろ切れるというよう

な話も聞いておりますので、それをスターリンクに変えられないかというような今話をしている

ところで、ただ、ランニングコストが非常に高額であるという問題があるので、何とか日頃の有
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効活用とそして安価に活用できる仕組みをつくれないかということで、今模索をしているところ

です。避難、避難してですね、家族のことが心配だとなかなか多分職員さんも含めなんですけれ

ども、人助けというのが力が入らないというような状況になると思いますので、家族の声が聞け

て、そして無事が分かると、多分、１２０％人助けができるようになると思いますので、何とか

それが可能になるように、防災無線もしかりですけれども、そのシステムづくりをさまざまな媒

体を活用して考えてまいりたいと思いますので、引き続き議員のアイデア、また後押しをいただ

ければと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 

 １番 長江議員。 

 

 いろんな方法を考えていただいているということで、本当にこの防災対策についてはこれ以上

ないというか、上限がないと思いますので、やはり備えあれば憂いなしという言葉がありますよ

うに、備えがあれば対応ができるということでありますので、今年も被災地に職員が行ったりと

か、そういう経験とか、あるいは今までの東日本大震災や熊本の地震、そういうところからの教

訓も生かしながら災害に強いまちづくりに向けて取り組んでいただけたらと思います。私も職員

時代に東日本大震災と熊本の方にも行っておりますので、まずそういうところも情報共有しなが

ら、教訓を生かして、お互いに協力しながら、災害に強いまちづくりができたらなと思います。 

これで私の一般質問を終わりたいと思います。 

 

 これで長江議員の一般質問を終わります。 

議事の都合により休憩します。（午前１０時３４分） 

 

 休憩前に引き続き再開します。（午前１０時４５分） 

一般質問を続けます。４番 佐川議員。 

 

 議長の許可をいただきましたので、通告書のとおり一般質問をします。 

まず初めに、能登半島地震で被災された皆さまお見舞い申し上げます。また災害支援に行かれ

ました職員の方、社協の方、本当にお疲れさまでした。また報告会もしていただきありがとうご

ざいました。災害支援の経験を生かし、また多くの職員に経験していただき、いざというときに

は各地域の自主防災会との連携をとり、各地域のリーダーとして活躍していただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

さて、今回の地震は、地震火災、液状化、津波、土砂災害、隆起と全てのことが起こった状態

です。海陽町の防災マップで大丈夫と言われているところの住民はとても不安を感じています。

高台に逃げる避難場所はありますが、高台といっても土砂災害などが起こる可能性もあるので、

安心できるわけではありません。海部・海南地域には防災タワーがありません。前回も避難タワ

ーについて質問しましたが、もう一度、見直す必要があるのではないかと思いますが、いかがで

しょうか。よろしくお願いします。 

 

 黒木建設防災課長。 

 

 お答えいたします。防災マップでは大丈夫と言われているところももう一度見直す必要がある

のではとの質問でありますが、能登半島地震では、地震火災、液状化、津波、土砂災害が発生し、

避難所や高台も被害を受けたと認識しております。本町では、現在、防災マップに掲載しており

ます８２カ所の緊急津波避難場所についても、地震により液状化や土砂災害の被害を受ける可能

性はあります。しかしながら、全ての避難路や避難場所について安全性を確かめるため、調査を

実施することは難しいと考えます。そこで議員提案の津波避難タワーを建設してはどうかについ

てですが、現在、宍喰地区におきまして、津波避難タワー整備の計画を進めております。進め方

といたしましては、地域住民より要望をいただき、住民とともに建設候補地や必要性などを十分

協議し、了解が得られましたら、事業に着手する予定であります。海部・海南地区の避難タワー

建設につきましては、今後、地域住民の声を十分聞き、検討してまいります。 

 

 ４番 佐川議員。 

 

 前も同じようなお答えをいただきましたが、地域住民の要望によりというふうなことですが、

今まで災害が起こるたびに想定外ということを言われてきました。やっぱりこちらからも進んで

住民と対話をしていただいて、要望を聞いていただきたいと思います。 

 では次に２番目の質問に入ります。次に自宅での介護者や医療的ケアが必要な要配慮者の方が
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どれだけいるのか、把握しているのか、お教えください。もし避難したときの体制はとれている

のかをお伺いしたいと思います。今回の地震で１カ月経って炊き出しがあるところがありました

が、１カ月経ってもパンしか配布されていないところがありました。そのような中で、普通食が

食べれない方の対応などは考えているのか。家族が準備するのも限度があると思います。備蓄は

個人で準備するには少なくとも３日、できれば１週間と言われています。以前に、赤ちゃん用の

ロングミルクは質問があり、備蓄していると思いますが、要配慮者への対しての対策はできてい

るのか、それもお伺いしたいと思います。 

 

 北村長寿福祉人権課長。 

 

 お答えをさせていただきます。要配慮者の把握はできているのか、またその体制はとのご質問

でございますけれども、本町では福祉的な観点から、地域包括支援センターが民生委員さんと地

域ごとに要配慮者の名簿を作成しており、毎年更新しているところでございます。また、防災面

に関しましては、平成２５年６月の災害対策基本法の改正によりまして、災害発生時の避難等に、

特に支援を要する避難行動要支援者の名簿の作成が義務付けられており、本町においては、介護

や障がい者の情報を基に、現在１１５名分の避難行動要支援者名簿を作成・更新しているところ

でございます。また、名簿の運用につきましては、要支援者の同意を得た上で、平常時から避難

支援等に必要な範囲で支援等関係者への情報提供や個別避難計画への活用を行うとともに、発災

時には安否確認への活用であったり、避難場所等の責任者に引き継ぐなどして、避難支援を行う

こととしております。 

 

 ４番 佐川議員。 

 

 今、お伺いすると、人数も把握して体制もいろいろとられていると思いますが、実際になると、

これが実際に援護できるのかというところも不安があります。そしてまたこの２番目というか、

質問の中で、ほの食事に対してもどういうふうな対応を考えているのか。お伺いします。 

 

 谷岡参事。 

 

 佐川議員さんの質問にお答えいたします。県が策定しております南海トラフ地震等に対応した

備蓄方針という冊子がございまして、その中にも、先ほど申しましたミルクでありますとか、食

料のアレルギーとか、また粉ミルク等々の対応もここに掲載されております。その中では一応、

徳島県の方の備蓄目標ということでは記載はされておりますけども、先ほど黒木建設防災課長の

答弁にもありましたけども、なかなか災害時には備蓄のところから避難所に運搬できないという

ことも十分考えられますので、今後、福祉関係の課とまた社会福祉協議会とも十分検討いたしま

して、すぐにも備蓄ができるような形で体制をとっていきたいと考えておりますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

 ４番 佐川議員。 

 

 これから相談して備蓄をしていただけるということで、本当に普通に食べれないと、もうその

人たちは大変なことになると思うので、できるだけ迅速にそういうのを備えていってもらいたい

と思います。 

 では次に三つ目の質問に入ります。耐震についてです。３月の広報にも耐震の助成制度につい

て掲載されていましたが、徳島県は耐震率がとても低い状態です。能登半島でも耐震がほとんど

できていなくて倒壊した家屋が多くありました。四国では高知の安芸市が８０％の耐震率です。

どうしてここまで高いかというと、地域の建築に携わっている方々にお願いして広めていったよ

うです。海陽町では、現在、どのぐらいの件数が耐震助成制度を利用していますか。広報に掲載

したから大丈夫ではなく、自分からまた進んでしようと思う人は少ないと思います。そしてまた

そもそもどこにお願いしていいのかも分からないのではないかと思います。個々に回って、積極

的に進めていく必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

 黒木建設防災課長。 

 

 お答えいたします。能登半島地震では、倒壊した家屋が多かった。古い家も多かったかもしれ

ないが、地震への備えとして耐震が必要だと。３月の広報にも耐震の助成金制度について掲載さ

れていたが、どこにお願いしたらいいのか、また積極的に進めてみてはとの質問でありますが、
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能登半島地震では、倒壊した住宅の多くは旧耐震基準に建設したものであると聞いております。

津波の発生時、近くに津波避難場所があっても家屋の倒壊により避難できないことも想定され、

耐震改修の重要性は認識しております。現在、本町の木造住宅耐震事業の補助制度を活用してい

ただいた方は、耐震診断は３６９件、耐震改修は５６件であります。 

次に、議員提案の戸別訪問等を実施して積極的に進めてはとのことですが、広報活動について

は、年２回、耐震改修補助金の制度について広報誌に掲載しております。また先週開催しました、

事前復興ワークショップでも案内チラシを配り、周知しております。さらに、令和３年度までは、

県とともに戸別訪問も行っておりました。この戸別訪問は、特に高齢者の皆さまにとっては直接

話をすることで、少しでも耐震について関心を持っていただく機会だと思っており、今後も県と

ともに実施できるよう取り組んでまいります。さて、住宅の耐震補助制度を活用するには採択条

件など、補助の適用の可否について十分な確認や打ち合わせが必要となりますので、まずは建設

防災課にご相談いただけたらと思います。今後も引き続き、地震による家屋の倒壊を防ぐため、

耐震改修の補助制度を積極的に活用していただけるよう努めてまいります。 

 

 ４番 佐川議員。 

 

 この耐震助成制度を利用するには、まずは耐震診断をしてからということになりますね。それ

でその場合、戸別に令和３年度から回っていたと言われますが、まず全戸に対して耐震診断を進

めていくような形でした方がいいのではないかと思いますが。やっぱり積極的に回っていかない

と、本当さっきも言いましたが、いや、うちは大丈夫だろうとか思ってしない人がいると思うの

で、個々に回っていってもらいたいと思います。まずは耐震診断、全戸にっていうお願いとかは

できないんですよね。 

 

 黒木建設防災課長。 

 

 お答えいたします。お願いというか、まあこういう制度がありますという広報は今でもやって

おりますんで、またほの強制じゃなしに戸別訪問とかがありますんで、多分ほの耐震診断と一言

で言っても、多分どんな内容とかが分からないと思うんで、ご相談いただくか、こちらから出向

いていって、まずはほの耐震診断でこういうことができるということを、まずは案内させていた

だけたらと思います。 

 

 ４番 佐川議員。 

 

 耐震診断の広報に載せてるっていうことですが、こういう診断をするというのも詳しく載せて

いただきたいと思います。そしたら興味を持って、お願いに行く方も増えるのではないかと思い

ます。ではお願いします。 

では次に、４番目に小学校で現在、避難訓練をしていますが、避難訓練時に防災頭巾を着用し

ていると思います。海南小学校では屋上が避難場所になっています。しかし、海部小学校、宍喰

小学校は山に避難となっています。逃げているときに何かが落下してくるなどという可能性もあ

ります。防災頭巾が悪いとは言いませんが、今の時代を考えると、ヘルメットに変えたほうがい

いと思います。現在、折りたたみ式ヘルメットがあります。子どもたちの安心安全を守るために

も検討する必要があると思いますが、いかがでしょうか。 

 

 森﨑教育次長。 

 

 小学校において避難をするとき、防災頭巾を活用しているが、ヘルメットにできないのかと、

現在、折りたたみヘルメットがありますがについてのご質問にお答えをいたします。 

現在、町内の幼稚園、小学校、中学校では、防災頭巾を活用をいたしておりまして、防災ヘル

メットを導入しているというところはございません。防災頭巾よりもヘルメットの方が落下物が

あった場合の衝撃を吸収する効果が高く、危険回避に関しては高い性能があるということを認識

をしているところでございます。しかし、これまでヘルメットは重く、また身近に置けないとい

う理由によりまして、イスの背もたれや座布団として使え、緊急時にすぐに着用ができる防災頭

巾を活用してきました。議員のおっしゃるとおり、最近におきましては、軽量で使いやすく、安

全機能面でも優れ、身近に置くことができる折りたたみヘルメットが開発をされてきております。

今までの使用面での課題も解消をされてきているため、来年度、宍喰小学校の全学年と海陽中学

校２年生に折りたたみヘルメットを導入をいたしまして、検証することといたしております。導

入した学校で、子どもが瞬時に着用できるかどうかということや児童生徒の使いやすさなどの検
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証を行いまして、令和７年度以降には、小・中学校の児童生徒全員に配備をすることも視野に入

れまして、検討してまいりたいというふうに思います。 

 

 ４番 佐川議員。 

 

 町長にお伺いしようと思いましたが、来年度から宍喰小学校と中学校で試験的に取り入れてい

ただくということで、またその実証結果により、７年度よりこの導入という形になるのでしょう

か。 

 

 森﨑教育次長。 

 

 質問にお答えをいたします。先ほども申しましたが、子どもさんがすぐに着用できるかどうか、

それから使いやすさの観点、顎のところに留める留めとか、そういうものが素早くできることで、

避難に対してスムーズに移行できるかどうかという辺りを見極めて進めていきたいというふうに

考えております。 

 

 ４番 佐川議員。 

 

 ヘルメットの方が安心だと思うので、その方に移行をお願いしたいと思います。 

能登半島地震から２カ月が経ちましたが、被災された方はまだまだ大変な思いをしていると思

います。最近、メディア情報もだんだん少なくなって、過去のように思ってきているように思い

ます。またいつ起こるか分からないので、私たち住民も常に危機感を持って、個々でもさっき言

われたように、備蓄３日分、もしくは１週間というふうなことも住民自体が準備しなければなら

ないと思います。 

では続きまして、２番目のｅスポーツについての質問をしたいと思います。 

現在、若者に人気で、現在、全国大会、世界大会がありますが、今後はオリンピック種目にな

ることも視野に入れた取り組みが進められています。以前、海部高校の生徒で、ｅスポーツで高

校生のインターハイ的なものに出場した生徒もいます。ｅスポーツは種目として、シューティン

グ、格闘、スポーツ、陣取り、戦略、カード、パズルなど７種類ありますが、ゲームによって能

力の向上が期待できるだけでなく、勉強の学習効果とさらにはシニア世代にはフレイル予防にも

つながるとの効果もあります。企業版ふるさと納税で整備された機材は配備されてから１年以上

経つと思います。現在、手つかずのままでいると思います。先日の全協の中で、中高生の居場所

の中にプログラムとしてｅスポーツが入っていましたが、その開始が令和７年度に入ってからに

なっていました。それまでの令和６年度の１年間はどういうふうな取り組みをするのか。またそ

の居場所づくりの中に設置するとなれば、シニア世代の方が利用しようと思ってもできないと思

いますが、いかがでしょうか。 

 

 奥原行革政策課長。 

 

 それではお答えをいたします。ｅスポーツを今後どのように取り組んでいくのかとのご質問で

ございますが、令和４年度に企業版ふるさと納税寄附金を頂きまして、高性能なパソコンなどデ

ジタル環境の整備を行いまして、また映像編集などの講演、それから東京メトロポリタンテレビ

ビジョンによる海陽町のＰＲ事業を行ったところでございます。今回、導入した高性能のパソコ

ンは、個人で購入するには高価であり、学生は高性能のＩＣＴ機器に触れられない機会が少ない

ため、高性能な機器を使用してｅスポーツを行うことにより、デジタル人材の発掘、育成につな

がると考えられます。また議員お話のとおり、高齢者にはｅスポーツを行う環境ではネットを通

じて交流が発生し、孤独の解消となります。ｅスポーツは、考えてプレーする必要がありまして、

基本的には指先を使用し、種類によっては体を動かすものもあり、認知症予防や健康寿命を延ば

すためのフレイル予防にもなると考えられます。また、ｅスポーツはチームでの競技もあり、チ

ームで取り組むことで協調性や自己肯定感を養うことができるため、不登校問題の解消にもつな

がると考えております。これらのことから、今後につきましては、デジタル人材の育成や高齢者

の認知症予防やフレイル予防、また高齢者の居場所づくり、それから不登校問題の解消に向けた

居場所づくりなど、関係機関と連携しながら、ｅスポーツの活用に取り組んでいきたいと考えて

おります。以上です。 

 

 ４番 佐川議員。 
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 では中高生の居場所づくりができるまでのこの１年間の計画っていうのは、現在、どのように

なってますか。 

 

 奥原行革政策課長。 

 

 ｅスポーツの取り組みには専門的であるＩＣＴの技術やＩＣＴの知識が豊富なものが必要とな

ります。今現在、ちょっと適切な指導者が見つからないため、その指導者の発掘にちょっと努め

てまいりたいと思います。また今現在、いきいき館に設置されている３台のパソコンにつきまし

ては、日中には自由にお使いできることができますので、また今後の社協とか、高齢者クラブ、

そういうところとお話をさせていただきまして、使い方等々も検討していきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 

 ４番 佐川議員。 

 

 社協とかと検討してって言われていますが、検討するのに大分時間がかかると思います。そし

たらもう１年はあっという間に終わってくると思います。で、平日利用できるんであれば、まず

時間的に余裕のあるシニア世代の方々に体験していただくような施策をとって、ｅスポーツの機

材を眠らさないまま使っていってほしいと思いますが、６年度にそういうふうなちょっと隙間時

間を見て、実際にやっていくというのはいかがなもんでしょうか。 

 

 奥原行革政策課長。 

 

 それではお答えいたします。まずは先ほど申しましたように、やはりほの高齢者の方に使って

いただくにしても、指導者というのが必要になってくると思いますので、その辺の発掘と、それ

からまず高齢者の方がどれだけ使いたいかっていうこともちょっと調査もしたいと思いますの

で、その辺、社協とか、高齢者クラブ、そういうところに出向いて、意向調査等々もさせていた

だきたいと思っております。以上です。 

 

 ４番 佐川議員。 

 

 なぜこういうことを言うかというと、昨年１年間も放ったらかしで、今後もいつ使うようにな

るかっていうのが、ちょっと不信にというか、使ってほしいなということで質問いたしました。

指導者の発掘と言っても、現在している若者もいるし、支援員の先生の中にもいるし、学生の中

にもたくさんいると思うので、できるだけ早くこの機械は使えるように進めていってもらいたい

と思います。よろしくお願いします。 

では次に、先日、広報もないままに、海陽町のｅスポーツスペシャルデイというのが２月２８

日に開かれたようですが、その中で、海陽町ｅ場所プロジェクトというものがあるようですが、

どういうものなのか、お教え願いたい。 

 

 森﨑教育次長。 

 

 阿波海南文化村のいきいき館でｅスポーツの催しであります、ｅスポーツスペシャルデイとい

うものが開催されたようですが、このイベントはどのようなものでしょうかと。また海陽町ｅ場

所プロジェクトとはこれも含めてどのようなものでしょうかの質問にお答えをいたします。 

２週間前の２月の２８日に阿波海南文化村のいきいき館にて、海陽町ｅスポーツスペシャルデ

イの名のもと、運営者向け、これから進めていく運営者向けのｅスポーツの関連のイベントが開

催をされております。このイベントは、昨今よく耳にいたしますｅスポーツとは何なのか、また、

その可能性や海陽町においての展開などについて、体験会とスペシャルのトークのイベントが行

われました。トークイベントでは、情報経営イノベーション専門職大学でありますＩＵ大学の学

長さんをはじめ、慶應義塾大学の教授でありますとか、海部小学校のＩＣＴ支援員、また一般社

団法人ふらっとの代表理事、またオンラインではありますが、徳島ｅスポーツ協会のエクゼクテ

ィブマネジャーなども参加をされまして、それぞれの立場においてのこれまでの取組や成果、ま

た、海陽町における可能性などについて熱いトークが展開をされております。会場には５０名ほ

どの来場者があり、満員状態というような状況でありました。同時に開催をされておりますｅス

ポーツ体験会では、実際の機器に触れて体験をしたり、リアルに自転車をこいでオンラインで走

ったエリアを陣取り合戦のような体験型の機器も当日持ち込まれまして、多くの来場者が実際に

触れて、体を使って最先端のｅスポーツを体験をされておりました。また、海陽町のｅ場所プロ
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ジェクトとはどのようなものでしょうかとのご質問でございますが、海陽町の中学生が企画提案

をいたしましたプロジェクトでありまして、関わる先生方やゲストにサポートを受けながら創り

上げられたものでございます。今後は一般社団法人ふらっとのｅスポーツ担当がこのプロジェク

トを受け継ぎまして、ｅスポーツを通じて全ての子どもが未来への希望を持ち、自己肯定感、人

や社会と関わる力、生活習慣、学習習慣、探求心など、将来の自立に向けて生き抜く力を育むこ

とのできる機会と環境を提供することを目指し進めていくということとなります。以上でござい

ます。 

 

 ４番 佐川議員。 

 

 今言われた、経営者の集まりでトークがあったということですが、どういうトークが行われた

のか、気になるところではありますが、広報もされていないのに５０人も集まるということは、

やはりｅスポーツに興味を持たれてる方が多いんだなと感じました。これから子どもたちがいろ

いろな形で成長していく機会と環境を目指して進めていってほしいと思います。ｅスポーツを活

用し、ＩＴスキル学習、またシニア世代の方のフレイルの予防にも、ｅスポーツ大会に出場でき

るよう取り組みをしていただき、そしてその子どもから大人の誰もが気軽に参加利用できるよう

な形を取ってもらいたいと思います。またｅスポーツは地域活性化のために積極的な取り組みが

行われています。最近では、各自治体でもｅスポーツに焦点を当てたイベントやさまざまな企画

を行うことが増えています。大きな大会やイベントに参加するために遠でおし、その空き時間を

利用した観光につながるための観光地では積極的に取り組みを行っています。このような地域活

性化にもつながる子どもからシニア世代までできるスポーツとして有効に活用していただきたい

と思います。ＩＣＴグローバル教育に力を入れている町長の所見をお伺いしたいと思います。 

 

 三浦町長。 

 

 お答えをいたします。先日ですね、青少年町民育成会議がありましてですね、その中でｅスポ

ーツをやったことある人っていうように聞いたところですね、高齢者クラブの会長さんだけがや

ったことあるというようなことで手を挙げていただきまして、やはりシニアの方も体験すること

によってすごくそこにコミュニティも生まれますし、そして日頃、結構、頭も使えるということ

でいいものであるというふうに会長さんも言っていたところです。海陽町に企業版ふるさと納税

で５００万円していただいて高性能のパソコンを入れたというところなんですけれども、１年間

なかなか活用がなかったので、やはり何とか使いたいというようなことで今回、先ほどのイベン

トというのを企画をさせていただきました。どういうトークが行われたか分からないというふう

な話でありましたので、少しご紹介をさせていただきますと、私の子ども時代の時はですね、ゲ

ームはやったんですけれども、ｅスポーツと言われだしてから余りついていけてなくて、正直、

ｅスポーツってただのゲームじゃないかというふうに思っていたんですけれども、そしてそのｅ

スポーツをやるにあたって、都会ではできるけれども田舎ではできない、その選択肢を広げるの

に、せっかく高性能パソコン頂いたので、何とか活用できるようにというようなぐらいしか自分

も頭にはなかったんですけれども、そのイベントの登壇者のお話を聞く中で、ｅスポーツとゲー

ムの違いっていうのがすごくよく分かったように思いました。ｅスポーツとは、やはり人とやる

ゲームであって１人でやるゲームと違うということで、ネットで世界中とつながってコミュニケ

ーション能力を鍛えるものであるということ。そして我々は今、誰とつながって何をしているの

かいうということをしっかりと見てあげることで、この田舎でもソーシャルスキルが生まれる、

非常に有効なツールであるというような、そのようなお話を聞きました。また人をたたいたりと

かですね、暴力的なこういうスポーツがあったり、また中毒性があるものもあるのではないかと

正直心配もしていたんですけれども、もう日本で第一人者の制作者の方も来ていただいたんです

けれども、その方々がですね、皆さんの悪いと思うところを減らしていって、いい案配で今作っ

ていってるんだということも教えていただいたところです。今回来ていた教授の息子さんとか、

ｅスポーツ大好きなんですけれども、東大に合格したというようなことで、ただ単にゲームとい

うよりもいろんなスキルをそこで発想とか、そういうものを鍛えられるというようなものだそう

でございます。子どもたちの持つ可能性をこの時代で存分に発揮をしていけるように、もう我々

大人がこれから時代に目をそらさないように、もっとｅスポーツに関しても勉強して、使い方を

理解して教えていかなければならないということを改めて感じたところでございます。そのこと

をですね、しっかりと我々大人が教育できるようにしていって、田舎でもたくさん選択肢があっ

て、そしてこのまちにいれば都会より可能性が広がる、そのような魅力あるまちにしていきたい

とそう思います。なお先ほどｅスポーツの機械をこれからどういうふうにするのかみたいな、そ

のような話もあったんですけれども、再来年、開設を目指しているＢＧから補助金をもらって、
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 三浦町長 

海南小学校の近くに第３の居場所づくりを建設予定ということで、そこの横にですね、併設をさ

せていただいて、議員おっしゃるようにｅスポーツも楽しめる場所を今、計画をしようというこ

とを考えております。できれば大人やまた高校生、そして高齢者などにも活用もしていただいて、

子どもたちに指導しやすいような、そのような環境もつくっていければと思いますので、ぜひ施

設が完成すればですね、議員も足を運んでいただきますよう、よろしくお願いをいたします。 

 

 ４番 佐川議員。 

 

 トークの内容を詳しく教えていただき、ありがとうございます。これから私たちも住民全ての

人がｅスポーツに期待するところがたくさんあると思うので、７年度、１年後っていうことです

が、６年度にもちょっとやってほしいなというところもありますが、よろしくお願いいたします。 

では最後の３番目の質問に入りたいと思います。以前にピクニック公園に子どもたちの居場所と

して、バスケットボールができるまたスケートボードができる場所の整備をしてほしいという質

問をしたことがあります。現在、海陽町にはＢリーグに参戦し、日本代表にもなられた方がいま

す。またその弟さんも４月からはＢリーグでプレーをします。そして海部高校、また海南高校時

代からはバスケットボールが有名で、現在、全国大会に出場したＯＢの方もたくさんいます。し

かし、子どもの人口が減り、小学生のプレー人口も減ってきています。どの競技においても同じ

ことだとは思います。伝統あるバスケットボールを海陽町から途絶えさせたくないと思います。

そこで見える化として、阿波海南文化村と海南病院の間の公園にバスケットゴールを設置し、ま

た初心者用のスケートボードが体験できる、いつでも誰でもが利用できる場所を望みたいと思い

ます。阿波海南文化村と海南病院の間の公園であれば小学生同士でも行けますし、また親子でも

触れ合い集える場所となると思います。幼稚園からも見えるし、道からも見えるので、遊んでい

ても地域での見守りができると思います。ここの設置のお願いはいかがでしょうか。 

 

 戎谷観光交流課長。 

 

 子どもの居場所になるバスケットゴールとスケートボードができる場所をお願いしたいとのご

質問にお答えいたします。 

海陽町では昔からバスケットボールが盛んであり、海陽町出身の人でプロ入りして、日本代表

の選手となり活躍している方もおられます。また、スケートボードはオリンピックの正式種目と

なり、若い世代を中心に人気を集めています。海陽町にはサーフィンを趣味としている方も多く、

波のない日や海に行けない時に、陸上でサーフィンの反復練習を行うことが可能なスケートボー

ドエリアの設置については高いニーズがあると思われます。バスケットコートの整備とスケート

ボードのボード場の整備については、双方とも円滑に運営するためには、安全対策、利用者のマ

ナーへの対応のほかに、近隣の施設や住宅への騒音やマナーの問題なども考えられることから、

慎重に検討する必要があると思います。施設整備に関しては、関係者や利用者のニーズについて

の情報収集を行った上で、整備についての内容や規模、必要性についての判断と施設の運営管理

の検討なども必要であると感じております。現在、公園施設整備において優先される事項として、

解体が必要となっているピクニック公園大型遊具撤去と、その後の公園整備に取り組む予定であ

ります。今後、各公園エリアにおける活用については、人の流れを考えた上での計画や整備に係

る財源の確保、施設維持管理にかかるコスト面など、整備の必要性について検討していく必要が

あり、ご提案いただきました公園については、公園整備を検討していく上において、整備候補地

の一つとして総合的に判断したいと思います。 

 

 ４番 佐川議員。 

 

 候補地の一つとしてということで、これから先に検討ということですが、あそこであれば子ど

もたち同士で行けるし、周りからも見えるというので、隣に病院はありますが、病院に入院して

いる人も子どもの声が聞ければちょっと元気になるのかなと思ったりもします。そんなに小さな

スペースなので、本格的なものじゃなくてもいいので、初心者が集えるっていうか行けるような、

小さな子どもでも行けるような場所をお願いして、これから早く実現に向けて、ぜひとも努力し

ていってもらいたいと思います。 

町長、所見ありますか。 

 

 三浦町長。 

 

 お答えをいたします。海南病院と文化村のあそこの間なんですけれども、駐車場も近くて病院
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も近いということで、私はですねグラウンドゴルフ場を本来したいなと、病院にも近いしという

ようなところで考えていたんですけれども、スペース的な問題でちょっとどうかなと今、考えて

いるところです。バスケットゴールにつきましては、スクールミーティングを１回、海部高校と

した際に、高校生からも要望が上がっておりましたが、どれだけ需要があるのか分からないとい

うことで、現在、保留になっているところです。舗装されている上に置くだけであるなら、海部

高校の敷地内にできないのかとか、またネットで囲われているところが良いというのであれば、

まぜのおかの今、使用されていない旧のテニスコートの中に置くのも一つの方法ではなかろうか

と思っております。またスケートボードパークにつきましては、以前、町民からも私も言われた

ことがあって、東京に出張時にですね、渋谷にあるスケートボードパークも見に行って、整備費

用なども調べたんですけれども、整備費用がかなり高額になるために、議会に出しても、費用対

効果の面でなかなか難しいのではなかろうかと断念をしているところです。いずれも金額と費用

対効果、そして管理体制も含めて、総合的に検討して、もし予算化した場合に、スムーズに通る

ようであれば、田舎でも選択肢の増やす意味合いでは有効であるかなというふうには思いますの

で、ぜひ議員にも議会での働きかけもよろしくお願いをいたします。 

 

 ４番 佐川議員。 

 

 病院との文化館との間であれば見える化になるので、子どもたちも安心して遊べる場所ではな

いかと思います。前テニスコートのとこも言いましたが、そこはやっぱり人が出入りが少ないの

で、見えないということで、地域の人の見守りもできないということで、そこが一番いいんじゃ

ないかと思って提案しました。ではできるだけ小さい子どもたちも活用できるように整備をして

いってもらいたいと思います。 

これで私の一般質問を終わります。 

 

 これで佐川議員の一般質問を終わります。 

議事の都合により休憩します。（午前１１時３５分） 

 

 休憩前に引き続き再開します。（午後０時５７分） 

一般質問を続けます。８番 原議員。 

 

 議長の許可を得ましたので、通告順に質問をさせていただきます。 

２０１１年３月１１日、東日本大震災から１３年、また今年正月には能登半島地震も発生し、

もう２カ月余りが経ちました。東日本大震災から２３年間で震度７以上の地震が、２０１６年の

熊本地震、また２０１８年の北海道胆振東部地震と能登半島地震の４回も発生しております。地

震列島の日本では、いつどこで地震が起こるか分かりません。南海トラフ大地震も３０年以内に

７０から８０％の発生確率があるといわれ、私たちにとっても他人事とはいえません。明日起こ

るかもしれない災害に対し、早急な対応をしていく必要があります。災害が起こってからの回復

だけでなく、起こる前の予防力も欠かせません。 

そこで１番目の質問に移らせていただきます。避難階段にスロープの併設をということでござ

います。震度７ぐらいの地震が起こると、沿岸部には必ず津波が襲ってきます。津波の死者数は、

海陽町で２５００人から１２００人と想定されています。すぐに高台へと避難しなければいけま

せんが、町内の津波避難路はほとんど急階段ばかりで、高齢者や障がい者への配慮が足りていな

いと思われます。若い人は急階段でもたったと上っていけますが、７０歳を過ぎると、ほとんど

の人が膝とかに故障を持っていたりしておりますので、走ることができません。浅川地区など、

急傾斜地崩壊対策工事に合わせた階段を利用しての避難路としておりますが、高齢者はあのよう

な階段ではとても上れないし、上る気もしないと不満を訴えております。何とかして階段のそば

にスロープやリフトの設置などは考えられないものでしょうか。若い学生たち、大学生たちにも

アイデアを募って、そういうことを参考にして、協力また対策を立てていただきたいと思います

が、いかがでしょうか。 

 

 黒木建設防災課長。 

 

 お答えいたします。町内の津波避難路はほとんど急階段ばかりで、高齢者や障がい者への配慮

が足りない、階段のそばに上りやすいスロープやリフトなどを併設できないかとの質問でありま

すが、海陽町では、現在８２カ所の緊急津波避難場所を指定しており、その多くは階段を利用し

ております。避難場所を整備する際には、手すりの位置や階段のステップを緩やかにするなど、

住民の方が避難しやすい避難路の整備を心掛け実施しております。議員提案のスロープやリフト



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

原 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

黒木建設防

災課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

原 

 

 

議  長 

 

黒木建設防

災課長 

 

 

 

 

 

 

 

は、住民の皆さまにとってスムーズに避難できる経路であると認識しておりますが、既存の階段

のそばにスロープを設置すると距離が長くなり、避難の時間も要するというデメリットも考えら

れます。また、リフトの設置に関しては、地震が発生した際に電気設備が使えなくなる可能性が

あり、設置場所や維持管理の問題もあります。今後の避難路整備に関しては、現地の地形や傾斜、

周辺環境等を確認して、スロープの設置も含めた対応を検討していきたいと考えております。今

後も引き続き、高齢者や障がい者の皆さまに少しでも早く安全に避難していただけるよう努めて

まいります。 

 

 ８番 原議員。 

 

 今の急傾斜地ですけども、８２カ所あるということですので、やはり早急な対策をしていただ

きたいと思います。宍喰地区は２カ所ぐらいスロープがありますけども、そのほかほとんどがも

う急傾斜地です。本当に高齢者、障がい者、そういう人たちは本当に残されて、本当に命が救え

ないこともあるかと思いますので、よろしくお願いします。リフトですけども、蓄電方法という

か、発電機とかそういうものも置いて、何か人力ででも上るようなこともできないものか、やは

り皆さんのアイデアを募っていただきたいと思いますし、また高知県は避難タワーが次々と建っ

ておりますけれども、ほとんどがスロープを併設しております。宍喰の避難タワーもスロープも

入れてもらいたいと思ってたんですけど、やっぱり結局は階段だけになっておりますので、やは

り、次、建てる避難タワーには、必ず横に階段も、横にまたスロープも添えていただけたらと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

続きまして、２番目の震災後の対応、事前準備を早急にという問題でございます。町内で上によ

る建物全壊数は２２００棟、津波での全壊は１５００棟で合計３７００棟が倒壊、また半壊は１

１００棟を加えると、４８００棟とほとんどが被害に遭うという計画が出ております。被災者が

住むための仮設住宅設置場所を各地域ごとに早期に設置計画を作り、そのための土地を確保して

おくべきだと思います。また、災害廃棄物も多量に発生するため、その集積所もどこに置くかを

準備する必要もあります。また、今、海部川の土砂を採掘しておりますが、それらを仮設住宅や

集積所の予定地に嵩上げ、埋立てに利用することはできないものでしょうか。 

 

 黒木建設防災課長。 

 

 お答えいたします。仮設住宅設置場所や災害廃棄物集積所を早期に設定し、土地の取得すべき、

海部川最終土砂を仮設住宅設置予定地の埋立てに利用してはどうかとの質問でございますが、本

町において想定される大規模災害に対し、早期の復興を実現するため、平時からの防災・減災の

取り組み、被災後の復興に向けた事前の準備を実践、推薦していくことを目的としまして、令和

３年度に海陽町事前復興計画を策定いたしました。また、令和４年度より事前復興推進事業を実

施しており、仮設住宅や災害廃棄物置場の候補地、選定については必要面積が確保できましたの

で、今後は災害時における土地の活用について協議を進めてまいります。議員提案の海部川採掘

土砂の利用は、住宅の基礎材としては使用が難しいのですが、災害廃棄物置場には活用が可能で

ありますので、土砂の有効活用を検討してまいります。今後も引き続き、住民の声を聞き、仮設

住宅や災害廃棄物置き場の事前復興について検討し、大規模災害に備えてまいります。 

 

 ８番 原議員。 

 

 この仮設住宅設置場所は町内でどのくらい、また災害廃棄物は町内で何箇所ぐらい準備ができ

てあるんでしょうか。 

 

 黒木建設防災課長。 

 

 お答えいたします。各地区の必要面積と現在確保済みの面積をご説明いたします。 

浅川地区においては、仮設住宅の必要面積が２万１０００平米、確保済みの面積が３万９５０

０平米であります。廃棄物置場については必要面積が３万４０００平米で、確保済み面積が２万

９９１８平米。海南・海部地区におきましては、仮設住宅の必要面積が６万平方メートル。確保

済み面積が８万９５３２平方メートル。災害廃棄物置場の必要面積が６万３０００平方メートル。

確保済み面積が２万９５４９平方メートル。宍喰地区仮設住宅の必要面積が３万９０００平方メ

ートル。確保済み面積が６万３４２９平方メートル。災害廃棄物置場の必要面積が８万３０００

平方メートル。確保済み面積が４万８５４３平方メートルであります。 
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 ８番 原議員。 

 

 集積の広さじゃなくって、何箇所あるかが知りたいんですけど。 

 

 黒木建設防災課長。 

 

 お答えいたします。すいません、トータルの面積の計算の資料は持っているんですが、箇所ご

との資料はちょっとかなりの数があるんで、ちょっとここに手持ちはございませんので、はい、

すいません。 

 

 ８番 原議員。 

 

 それでは、後ほど教えていただけるということで、３点目の質問に移らせていただきます。 

木造住宅の屋根軽量化瓦ふきかえ工事の補助金制度は創設できないかのかという点でございま

す。今回の能登半島地震を見ても、木造住宅の倒壊が多数起こりました。日本家屋は大きな瓦が

屋根に乗って重たいため、揺れによって１階の柱がもたなくなり、倒壊してしまいます。瓦の軽

量化と柱の角に金属を入れる耐震補強工事をすることで倒壊を少なくできるのではないでしょう

か。地震だけでなく、台風も異常化しているため、瓦の剥がれ予防にもなるため、軽量化対策を

必要と思われます。高齢化しているため、高価な屋根の改修までできないという声もありますが、

補助金制度があれば、改修する決心がつくと思いますので、これはいかがでしょうか。 

 

 黒木建設防災課長。 

 

 お答えいたします。瓦屋根の軽量化に向け、ふきかえ工事への補助はできないのか等の質問で

ございますが、屋根を軽量化することに関しては耐震性能が向上する方法ですが、重い屋根材を

使用していても、適した体力を保有する建物であれば問題なかったり、屋根を軽量化しても建物

の耐力が不足していれば耐震が十分とは言えない場合もあるようです。そこで本町では、木造住

宅耐震化促進事業の中で耐震診断を実施しております。まずは建物の現状を調査して、耐震には

何が必要なのかを把握していただき、耐震改修と合わせ、屋根の修繕も補助対象の場合もありま

すので、活用していただきたいと思います。今後も、発災時に住民皆さまの生命・財産を守るた

め、住宅の耐震化、減災化対策に取り組んでまいります。 

 

 ８番 原議員。 

 

 この屋根のふきかえ工事はどのくらいの費用を補助できるんでしょうか。 

 

 黒木建設防災課長。 

 

 お答えいたします。耐震改修と合わせて、上限が１００万円に対して補助率が５分の４となっ

ております。 

 

 ８番 原議員。 

 

 そしたら８０万円までは補助があるということですね。こういう具体的なことは、広報にやは

り載せていただきたいと思いますので、この瓦のふきかえ工事の費用というのは皆知らないと思

いますので、耐震改修費用の中にもこういうのも含まれますよということもね、入れていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、４点目の質問に移りたいと思います。山間集落の孤立化防止対策をということでご

ざいます。能登半島でも、山腹崩壊による道路が寸断して、何日も孤立した地域が多く出ました。

海陽町でも同じように孤立化する可能地域が１８も想定されております。何日も物資も薬もない

生活を強いられることになります。高齢化し、地区のリーダーも少ない地域にとって、何をすべ

きかを考えておかなければならないと思います。そのため、地域の集会所を避難所にするための

ノウハウをみんなで勉強しておくべきであります。避難所開設マニュアルを作成し、地域住民全

員参加の運営訓練をするべきであります。備蓄品も足りるのか、何が必要かを確認して準備をす

ることが大事だと思いますので、こういう点はどういうふうに対策を立てられておりますでしょ

うか。 
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 黒木建設防災課長。 

 

 お答えいたします。山間集落の孤立化防止対策についての質問でありますが、南海トラフ地震

と巨大地震が発生した場合には、山間部の集落が山腹崩壊などにより道路が寸断され、孤立化す

る可能性が高いと認識しております。また、地震による家屋の倒壊により、避難所での生活が必

要となる住民も多いと思います。このため、地域の方が避難所運営訓練に参加していただき、訓

練を通じて避難時に必要となるスキルを習得していただくことは非常に重要であると考えており

ます。海陽町では、令和２年度より、年１回、避難所運営訓練を実施しておりますが、これまで

は、学校の体育館を利用した大型の避難所運営訓練を実施してきました。今後は孤立の可能性が

ある地域を対象とした小規模な避難所の運営訓練の実施や、孤立した場合の対応マニュアルの作

成を行い、備蓄についての知識やリーダー育成に努めてまいります。 

 

 ８番 原議員。 

 

 今も防災訓練といいますか、今、地域で集まってしてますけども、そういう集落の全員が来な

いんですよね。ある程度、本当に何軒かの者だけしか参加しておりませんので、やっぱりこうい

う訓練には、もういつどき全員が本当に災害に遭うことですので、もう地域地域で、もう各家１

人は必ず出席してもらえる、そういうような訓練をしていただきたいと思うんです。それでない

と、やはり地域でも備蓄倉庫の中に何を入れとくべきか、こういうものは足りないとか、本当に

山間部でしたら、道路も寸断されたら、水もない、食料もない、何もないでは生活していけませ

んので、道路が整備されるまで何日もかかるかも分かりませんので、そういうところには、地域

地域で食べ物はこんだけ、毛布はこんだけある、水はこんだけある、食料は３日、４日足りるの

か。それからどういうもんが必要かいうのは、やっぱり皆それぞれの地域地域で人数に違いもあ

りますし、そういうことも考えて、やはり訓練もせないかんので、やっぱり全員の参加の訓練を

ぜひともしていただきたいと思います。備蓄品の置き場所ですけども、本当に体育館とか役場と

か、そういうところだけに置くんじゃなくって、各地域の集会場にも町が持っている備蓄品を分

配してやっぱり置くべきじゃないでしょうか。それでないと、道路が寸断された場合は取りにも

行けません、持っても行くことができませんので、ぜひともそれを計画に立てていただきたいと

思いますけど、いかがでしょうか。 

 

 三浦町長。 

 

 お答えをいたします。能登半島地震を受けまして、海陽町でも孤立集落の対策を考えていかな

ければならないと改めて感じているところでございます。現在、海陽町では１２月に沿岸部の津

波避難訓練というのを行っていると思うんですけれども、今回の能登半島地震を受けまして、熱

いうちにですね、全町一斉の避難訓練なども実施してはどうかと。またそのときにですね、やっ

ぱり集落の孤立した場合、公助はどうするのか、また共助はどうするのか。その辺りもですね、

まず避難をして、その集落の方々でもどういうふうにしたらいいのかというのも、改めて話し合

いもできればいいのかなというふうにも思っておりますので、能登半島地震が起こって、今みん

ながちょっとどうしたらいいのかっていう迷ってるときにですね、いろいろと仕掛けていければ

と思いますので、また引き続きご指導をよろしくお願いをいたします。 

 

 ８番 原議員。 

 

 続きまして、５点目の要援護者の避難についてを質問させていただきます。 

町内の福祉避難所は、４ないし５カ所指定されております。自閉症とか、ひきこもり、うつ病

など精神障がい者、また認知症などのある住民は、正常時でも団体生活になじめないものが多い

ようです。そうなったときに、地震や津波、そういった災害が急に起こるとパニック状態になり、

体育館など大きな避難所に入ることもできません。福祉避難所指定の施設も災害時には従業員の

確保もままならない状態で、現入居者に加え、他の住民をも受け入れ可能なのでしょうか。町の

対応はどうするのでしょうか。 

 

 北村長寿福祉人権課長。 

 

 お答えをさせていただきます。要援護者の避難について、幾つかのご質問をいただいておりま

す。 

まずは団体生活になじめない方の避難に関する質問でございます。災害時には、まずは命を守
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るための一時避難を行っていただくこととなりますけれども、議員お話しの団体生活になじめな

い方に対しましては、可能な範囲で間仕切りであったり、区域分けといったところを行いまして、

居場所づくりに配慮をしたいというふうに考えております。また高齢者や障がいのある方には、

福祉避難所への直接避難も可能となってございます。福祉避難所は発災時に、一般の避難所生活

において、何らかの特別な配慮を必要とする方を受け入れる避難所でございます。本町では、現

在５カ所の事業所と協定を締結しております。また、能登半島地震では二次避難所への受け入れ

調整が整うまでの間、中間拠点となる１・５次避難所という考え方も出てまいりました。能登半

島地震をはじめ、先の災害を参考にしながら、平常時も避難行動要支援者名簿や個別避難計画の

整備に努め、これらを有効に活用することで、高齢者や障がいのある方が円滑かつ迅速に、また、

安心して避難できるよう努めていきたいと考えております。 

次に福祉避難所の人員確保に関するご質問でございますけれども、福祉避難所は、受け入れる

避難者の特性から、介護施設等の福祉施設を指定することが多くなってございます。発災時には、

現入所者に加え、避難者の受け入れも行うこととなることから、議員お話のとおり、人員の確保

が課題となるところでございます。本町では、平常時から各関係機関との災害協定などを積極的

に進めるほか、介護職員等確保支援助成金により、介護人材の確保を支援しているところでござ

いますけれども、能登半島地震では、１・５次避難所や福祉避難所への介護ボランティアの全国

募集を行っておりますが、先の災害などを参考にしながら、福祉避難所やボランティアセンター

を担う社会福祉協議会とも連携し、災害に備えてまいりたいと考えております。 

 

 ８番 原議員。 

 

 やはりこういう障がい者を持つ家族の人は本当に悩んでおります。もう自分たちで、もう自助

しかないのか、本当に共助、公助というのはないのかと心配されております。やはり普段の台風

とか、ほかの災害のときには早め早めの避難とかできますけども、本当に津波・地震となるとも

う急に起こるものですから、こういう状態で家族を避難させるということが大変なことなんです

よね。だからもう地震・津波の来ないような場所にもう移った方がええんだろうかという、こう

いう相談もされましたので、本当に町としてもこういう方に生活がね、できるようなやっぱり取

り組みをぜひともしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

続きまして、避難所での備蓄品対策についてを質問させていただきます。この間、徳島新聞社

の報道の中で、海陽町が女性用の物資、生理用のナプキン、ショーツとか、おりものシート、そ

ういうものが備蓄できてないと、そういう報道がされておりました。それからまた男性用の尿取

りパットなどの備蓄もぜひ必要だと思います。こういうものは皆さん生活していく上で必ず必要

となるものですので、そういうことがやっぱり備蓄できてないということは、やはり女性に対す

る配慮が足りないものだと思いますので、ぜひともこういうものは、男性も最近は高齢者になる

と前立腺肥大なんかで、尿がね、漏れたりすることもありますので、そういう人のためにはやは

りパットとか、そういうものも備蓄が必要になってきますので、ぜひともこういうのが配備を早

急にしていただきたいと思いますので、いかがでしょうか。 

 

 黒木建設防災課長。 

 

 お答えいたします。女性用物資や男性用尿取りパット等の備蓄を早急に対応をとの質問であり

ますが、現在、女性用生理品につきましては、備蓄目標の約３倍である約３０００枚の備蓄をし

ておりますが、ショーツや尿取りパットにつきましては、現時点では備蓄できていないため、早

急に対応をしてまいります。また、子ども用おむつなどを別途備蓄しておりますが、避難者への

きめ細かな対応ができるよう、今後も備蓄品の内容を精査してまいります。 

 

 ８番 原議員。 

 

 ありがとうございます。こういう備蓄品は早急に備えていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

７点目の質問に入りたいと思います。職員の防災士資格者数を増加せよという点でございます。

今、職員はもう一番、この防災のもう先導に立って活躍する人材でございますので、こういう人

たちが、やはりそれぞれが皆、防災士の資格を取って勉強して、いろいろな役割、リーダーにな

っていただきたいと思うんですけども、町内の防災士の数、また職員防災士の数を教えていただ

きたいのと、資格取得費用の補助金は出ていないのでしょうか。 

 

 黒木建設防災課長。 
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 お答えいたします。町内の防災士の数、職員内の防災士の数はとの質問でありますが、防災士

とは、自助、共助、協働を原則として、社会のさまざまな場で防災力が期待され、そのための十

分な意識と一定の知識・技能を取得した人であります。議員提案の防災士の人数につきましては、

本年２月時点での県内認証登録者は６３３４名、うち海陽町内は１０７名であります。現在、町

職員の資格登録者は若干名でありますが、今後、計画的な取得推進も検討しながら、防災意識を

高める講習なども計画し、職員の意識と知識の向上に努めてまいります。現在、職員の資格取得

のための補助金は出てない状況です。 

 

 ８番 原議員。 

 

 防災士の資格取得には、最初、防災士になる時には３万円余りの教材費がいりますし、資格を

取って、提出する時には５千円のほういうお金がいりますので、やはりそういう町職員の若干名

しか防災士の資格を取ってないということは、やはりほういう補助金もなかったら、なかなか私

は８回ぐらい、徳島に土曜日、日曜日と通いましたので、かなりの時間とお金とをかけて資格を

取りに行かなければならないんで、やはりこういうのも費用補助金があれば、私も取ってみよう

かなという人も出てくるかも分かりませんので、ぜひとも職員の防災士の取得に補助金を出して

いただけたらと思いますけど、町長いかがですか。 

 

 三浦町長。 

 

 お答えをいたします。うちの娘もですね、防災士持っておりまして、今は２日間、徳島に講習

に行ったら取れるというふうなことみたいです。一般の方々は、まず防災士を取得することによ

って緊急時の対応の仕方とか、意識の向上に役立つと考えられるんですけれども、まず職員は被

災時にどのような体制で、そしてどのように動く必要があるのかなど、組織的なやっぱり災害対

応をもう一度具体的に見直していく必要があると思っております。職員向けに防災士を取ること

も一つだと思うんですけれども、再度ですね、やはり職員を対象とした図上訓練、一度、以前や

ったんですけれども、そのようにいかに災害時にどのように動いてスムーズに住民の方を誘導で

きるのかとか、そのようなところ、しっかりとまた訓練をまずしていきたいと、そのように思っ

ております。また防災士のその辺りに関しましてはですね、課内でも検討していただいて、随時、

そのように取得できるようにというようなことも考えていければと思っておりますので、ご理解

よろしくお願いいたします。 

 

 ８番 原議員。 

 

 今、町内でも１０７名の防災士がいるということですけども、前々から私も思ってたんですけ

ど、防災士同士の横のつながりとか、そういう町内の防災士の講習会とか、そういうのが全然な

いんですよね。県の方からはいついつ北島町でありますという連絡が来るんですけども、なかな

か遠くって、いろんな展示物とか、いろんな修正方法とかそういうのも講習があってもなかなか

行けない状態ですので、町内でそういう講習会とか、横のつながり、防災士同士のいろんな話し

合いもできたらなと思うんですけども、その点はいかがでしょうか。 

 

 黒木建設防災課長。 

 

 お答えいたします。まずですね、防災士の件に関しては、今回、１０７人なんですが、１０７

名というのは教えていただけたんですが、なかなか個人的な名前とかそういうのはやっぱり個人

情報もあるんで、なかなかちょっと、はい。公表はできないのが一つと、それとですね、ほの会

とかのことについては、大本の県の方に聞いて、もし来ていただいたりできるんであれば、この

講習会とかも検討していきたいと思います。 

 

 ８番 原議員。 

 

 それでは、そういうところにまで個人情報はいらないと思うんですけども、県の方に言ってい

ただきたいと思います。 

続きまして、８番目の女性防災会議委員はどのくらいいるのかの質問に入らせていただきます。

人口の半分は女性であります。女性の声を防災会議、そういう防災対策に反映されるべきであり

ますが、その数はどのくらいでしょうか。また女性のリーダーのいる避難者は男性では気付きに
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くいニーズが吸い上げられ、円滑な運営ができると思いますが、いかがでしょうか。 

 

 黒木建設防災課長。 

 

 お答えいたします。女性防災委員の数はとの質問でありますが、防災会議とは、海陽町地域防

災計画を作成し、その実施を推進することや町の地域に係る防災に関する重要事項を審議するな

どを行う会議であると認識しております。議員提案の女性防災委員の人数は、会長ほか２２名の

委員のうち、現在２名であります。女性防災委員の増加につきましては、女性の立場での発言が

できるため必要ではないかと考えておりますので、今後、検討してまいります。 

 

 ８番 原議員。 

 

 ２２名中２名では少なすぎます。ぜひとももう１０名ぐらい女性入っていただきたいと思いま

すので、どうですか、町長。 

 

 三浦町長。 

 

 お答えをいたします。今の現状でどういうようなことがあるのか自分もちょっとよく内容自体

が分かってないので、個人的な話にはなろうかと思うんですけれども、自分としては、日本の国

の人口の半分以上が女性ということでありますので、やはり女性の意見っていうのは大事にはし

ていきたいというふうには思っております。人数云々に関しては、やはり会の中でいろいろと決

定をしていくところがあると思いますので、その辺りは、また中でいろいろと議論しながら検討

していただければと思います。 

 

 ８番 原議員。 

 

 ありがとうございました。災害はいつ来るかも分かりません。明日来るかもしれませんので、

対策は早急に皆さんが命が助かるような対策を立てていただきたいと思いますので、またよろし

くお願いします。 

これをもちまして、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

 

 原議員の一般質問終わります。 

一般質問を続けます。５番 富田議員。 

 

 議長の許可を得ましたので、通告書のとおり、一般質問に入らさせていただきます。 

近年、若者たちの方々に向けてのサークル活動が少なくなってきている。私たちの若い頃は、

町ごとの青年団活動、地域別ソフトボール大会、桜の花見懇親会、早朝軟式野球試合等々、いろ

いろなイベントが開催されていたように思うが、最近は全体的に活動が停滞していると感じられ

る。そこで、地域間交流、まちのにぎわい、まちの衰退防止のための一環として、役場に担当係

等を配置して、若者・中年向けの出会いの場を企画立案し、年に３回から４回ぐらい出会いの場

所の会を積極的に計画するというのも考えてみてはと考えるが、例えば一例として、八幡神社の

時、夜宮の日に女だんじり会員さんとイベントセッティングを計画するとか、いろいろな案があ

ると思うのですが、そこらを踏まえまして、担当課長の方にお伺いをいたします。 

 

 大崎子どもあゆみ保健課長。 

 

 出会いの場、企画立案についてお答えいたします。 

海陽町では、これまで婚活を目的とした町内の有志の団体であるコンカローレを中心として、

さまざまな婚活イベントを実施してまいりました。しかし、町内での婚活に抵抗があるなどの理

由で参加者も少なくなっていた状況に加え、コロナ禍の影響もあり、ここ数年は、婚活事業は実

施できない状況でした。そのような中、婚活イベントは気軽に参加しにくいとの意見も踏まえ、

役場の若手職員が中心となり、若いしカフェをここ数年開催してまいりました。この若いしカフ

ェは、海陽町の若いし（若者）たちが、緩く何か面白いことや楽しいことをやってみようという

集まりで、バーベキューやイチゴ狩りなど、婚活を意識することなく、未婚、既婚を問わず気軽

に自由に参加できる場として活動してきました。ところがこの若いしカフェも最近では参加者が

少なく、なかなか開催ができていない状況となっています。しかしながら少子化が進む海陽町に

おいて、未婚化・晩婚化対策は喫緊の課題であると認識しており、何らかの対策が必要であると
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考えています。そこで令和６年度当初予算に、マリッサとくしまなどの婚活イベント事業者と連

携して、婚活イベントを実施するための補助金１５万円を計上させていただいております。マリ

ッサとくしまは徳島県が運営する結婚支援センターです。最近では、婚活イベントと銘打つと抵

抗があり、参加しにくいという意見も多くございますので、気軽なお茶会のようなカフェコンや

同じ趣味を持つ人が集まる趣味コンなど、参加しやすいイベントを検討していきたいと考えてい

ます。さらに、集団での出会いの場が苦手で、１対１の出会いが希望の方のために、マリッサと

くしまマッチング会員登録費補助金として、２年間の会費１万円の半額を助成する予算１０万円

も計上させていただいております。マリッサとくしまに会員登録しますと、希望する条件に合う

相手を検索し、引き合わせを申し込むことができます。阿波の縁結びサポーターが日時を調整し

て、引き合わせに同席し、出会いをサポートしてくれるようになっています。こういった１対１

での出会いの場の提供やイベントによる出会いの場を創出することにより、結婚を希望する方へ

の支援を積極的に行ってまいりたいと思います。 

 

 ５番 富田議員。 

 

 今、担当課の方でお話もございましたが、徳島のマリッサとくしまの方で令和６年度の予算で

１５万円ということで、これはこれで結構かと思うんです。ほやけんど私が感じるのはですね、

こんだけ人口も、また次の３点目の時にも質問させていただきますが、これだけ人口が減ってき

ております。それで子どもさんたちも少なくなってきております。そやけんにですね、ここはほ

の委託金を払ってですね、それでよしとするんではなくてですね、やっぱり役場行政としてです

ね、職員の係等も張り付けてですね、それで世話もしていくというような積極的なイニシアチブ

を取ってですね、やっていかなくてはですね、今のままではちょっとずんずん衰退してくると思

うんです。ほういうことで、役場で係として設置してはいけないということもないとは思うんで、

町のことも考えてですね、設置も考えていただきたいなと思うんですが、町長のお考えもお聞き

したいと思います。 

 

 三浦町長。 

 

 先ほど課長からもありましたけれども、現在、担当課があってですね、担当を付けてそのよう

なことを取り組んでいるところです。昔の出会いと言えばですね、先ほど議員さんからもありま

したけれども、青年会とかまた花見とか、地域の祭りで一緒にだんじりを引いたり、お酒を飲ん

だりというのもありましたけれども、やっぱり現代は多様性を重視する余りそのような場所へや

っぱり強要するというのが難しくなってきて、出会いと出会いの場というのがさらに少なくなっ

ているように私も感じております。現在、海陽町の方で観光交流課でフルマラソンに代わるイベ

ントを今いろいろと考えてはいるんですけれども、例えばそのようなイベントの場にですね、若

い男女ボランティアで参加をしていただいて、同じ目標に向かって力を合わせて成功体験をする

とか、何かそういうような出会いの場とイベントと合わせたような、そのような活用の仕組みな

ども考えていければ、また強要するっていうんじゃなくって、自然と出会いの場というのもつく

れないかなというふうには考えております。また課長から答弁ありましたけれども、今の時代、

自分の周りでもどうやって女の子と出会ったんだと聞くとですね、マッチングアプリというのが

非常に多く聞かれますので、やはりその辺り、今の時代だからこその出会い方というのも町とし

ても後押しできる部分は後押しもしていければと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 

 ５番 富田議員。 

 

 今、町長のお話のとおりですね、できるだけこういうような出会いの場をですね、つくってい

ただけていただければ、若い人たちも喜ぶんじゃなかろうと思っておりますので、よろしくお願

いをいたしたいと思います。 

続いて、第２点目の移住・勤労者向け住宅建築についての質問に入っていきたいと思います。

令和４年度１２月議会において、一般質問の中で、若者の人口増加のため、林業振興策として海

陽町産木材で住宅を建築すると、仕事確保や雇用促進につながる森林環境譲与税を十分に活用し

ながら、移住者向け住宅を建築できないかと質問をいたしましたが、町の施策として、令和５年

度、神野地区に１棟２戸分の県産材プレカット木材で建築が着工になっております。そこでお伺

いをいたします。本年度予算で森林環境譲与税を活用し、移住・勤労者向け木造建築を２棟、４

戸分建築してはと考えるが、場所といたしましては、町内地域にということでございます。前の

時は神野ということに限定ということで、神野に着工がしておりますが、こういうことで町内と

いうことに検討ができないか。建築計画は考えているのか、担当課長、町長にお伺いをいたしま
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す。 

 

 乃一産業振興課長。 

 

 林業振興策として、海陽町産木材で森林環境譲与税を活用し、移住・勤労者向け住宅を建築し

てはというご質問についてお答えいたします。 

現在、本町の移住者向け住宅としまして、神野移住体験住宅及び宍喰移住体験住宅がありまし

て、合計で５世帯の受け入れが可能となっております。また、本年度は林業の担い手確保対策と

しまして、木造仮設住宅用部材を活用した林業従事者用専用住宅を１棟整備したところでござい

ます。そこで議員ご質問の移住者勤労者向けの住宅建築ということでございますが、海陽町の住

宅事情としましては、都市部のように十分な物件があるとは言えず、移住希望者が住宅を確保す

ることが困難なことを理由に、本町への移住を断念したりですね、他の市町へ移住することを心

配されてのことかと思います。そういったことにつきましては、町でも課題として認識しておる

ところでございまして、神野に林業専用住宅を整備させていただいたところでもございます。ま

た勤労者向け住宅ということになりますと、これは移住希望者のみならず、町民全体の住宅確保

ということになろうかと考えますので、空き家バンク事業ですとか、空き家改修事業、それから

町産材活用等住宅建築推進事業等をですね、活用しながら、民間の不動産事業者等の圧迫もしな

いようにですね、現在の取り組みを継続して取り組みたいと考えております。なおですね、今後

の住宅建築の計画につきましては、民間も含めたですね、利用可能物件数の物件数でありますと

か、既存施設の利用状況、それから建設する場合の維持建設費、それから維持管理にかかるラン

ニングコスト等、これらを総合的に十分検討しまして、適正な戸数を見極めていくことが大切で

あると考えております。令和６年度から森林環境税の課税が始まることを踏まえまして、森林環

境譲与税の使途につきましては、公表も義務付けられておりますことから、しっかりと説明責任

を果たしまして、海陽町の林業振興を図っていきたいと考えておるところでございます。以上で

ございます。 

 

 ５番 富田議員。 

 

 今、担当課長から大変積極的なお言葉をいただきまして、大変ありがたく感じたところでござ

います。それで私が聞くところによると、体験型施設に入所していた移住の方がですね、今現在、

もう退所しとるらしいんですが、全員の方が海陽町に残って空き家等に入ってくれているそうで

ございます。大変喜ばしいことです。そういうことで、移住・勤労者向けの住宅の需要性やです

ね、また災害時にも建築していたら、少しでも避難施設として活用ができます。こういうことで、

今後とも前向きに検討をお願いいたしたいと思います。 

町長の意見もちょっとお聞きしたいと思います。 

 

 三浦町長。 

 

 先ほど課長から前向きな答弁をしていただいたとおりであるんですけれども、森林環境税がで

すね、これから海陽町で約１億２０００万円ほど毎年入ってくるようになると思います。で、こ

れからはですね、山林の森林の整備という方にも多分シフトしていくので、事業費というのも結

構かかってくるとは思うんですけれども、余った分、基金にまた積んでいってですね、そういう

ようなさまざまな施策に活用していければとそういうふうに考えております。その中で必要であ

れば、今回のまず住宅の活用具合とか、そのようなところを見ながらですね、できれば需要があ

るというふうな話であれば、またその辺りにも活用もしていければと思います。 

 

 ５番 富田議員。 

 

 それでは引き続き、第３点目の子育て世帯への支援施策についての質問に入らさせていただき

ます。厚生労働省の国立社会保障人口問題研究所は、２０５０年までの地域別推計人口を公表し

ました。それによると、徳島県の同年の人口は、２０２０年（７２万人から５０万人を割り込ん

で）４８万１０００人で約２４万人の減少、減少率３３・２％にもなっています。これを海陽町

に当てはめたら、約９２００人から約６１５０人に高齢者化率も６０・４％にもなってしまいま

す。大変ショッキングな数字です。海陽町も５年前、三浦町政発足時、町人口約９５００人前後

でありましたが、今現在、８３７９人、令和６年１月３１日の現在に減少になっております。減

少人数１１８９人です。過去６年間の出生人数を見てみると、平成３０年度４０人、令和元年度

３０人、令和２年度２７人、令和３年度３５人、令和４年度２７人、令和５年度見込み人数です
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が、２３人になっております。ほん最近の情報では２１人ということにしか出生数がなってない

そうでございます。町の出生数、目標人数は年間５０人と計画としておりますが、まだ一度も目

標値には達していません。令和５年度出生見込み人数２３人は、目標人数から５４％の減少です。

町の人口目標は、２０２７年９０００人維持を目標となっておりますが、今現在、さっきも申し

ましたとおり、２０２４年１月現在で８３７９人で、６２１人の減少で、今後、２０２７年まで

にまだ約４５０人ぐらい減ってくる予想がされます。８０００人を下回ってきます。今のままで

は９０００人目標到達は不可能です。町としても子育て施策として、１８歳までの医療費の助成、

ベビー用品レンタル事業、中学校卒業時祝い金５万円、学校給食費助成２割、住民税非課税所帯

２歳児、保育料無償、第三子以降保育料無償化、また「あのね」「あすも」等々、多岐にわたっ

て支援施策を実施しておりますが、事業内容の見直し、検証また新規施策事業も必要かと考えま

すが、いかがですか。担当課長、町長にお伺いをいたします。 

 

 大崎子どもあゆみ保健課長。 

 

 お答えいたします。人口減少につきましては、海陽町でも議員がおっしゃいましたように、さ

まざまな施策を取り組んでおるところでございますが、日本全体としましても、この度の人口推

計の方で７５万人を出生数が切ってきたと。徳島県でも昨年より３００人減って約４０００人と

いうことで、８年連続の減少というふうな状況でございます。そのような中で、海陽町としまし

ても、さまざまな少子化対策審議委員会を開きまして、子どもあゆみ基金を活用してさまざまな

事業をしておるところでございます。その中で、来年度につきましては、４月から子どもあゆみ

医療費の月６００円の自己負担を無料化する当初予算を３月議会の方に提案をさせていただいて

おります。加えて、令和６年４月より海陽町こども家庭センターを設置いたします。妊産婦さん

や乳幼児の保護者等の相談を受ける海陽町子育て世代包括支援センター「あすも」と、さまざま

な心配事を抱えた家庭等の支援を行う海陽町こども家庭総合支援拠点と連携をさらに強化し、一

体的な運営を行うことで、さらなる子育て世帯の支援につなげていきたいと考えております。ま

た幼稚園・保育所の再編を行い、認定こども園や保育所のサービスを拡充することで、海陽町な

らではの特色を創出しながら、子どもにとって安心な居場所となり、健やかな育ちを保障できる

施設にしていきたいと思っています。そうすることで、子育て世帯が安心して子どもを産み育て

ることができる環境づくりに取り組んでまいりたいと思っております。 

 

 三浦町長。 

 

 お答えをいたします。少子化対策は子どもあゆみ条例に則りまして、保護者などからなる少子

化対策検討委員会で狙いをしっかりと議論する中で、施策を展開しているところでございます。 

 現在、第三子以降の保育料の無償化につきましては、３人目をつくってほしいという狙いで施

策を展開しておりますが、他地域からの移住目的というのであれば、保育料の無償化も一つの施

策にはなろうかと思いますし、ただ、施政方針でも私もお話をさせていただいたように、選んで

もらうにはみんなと同じことをしていても効果はなくって、よそと違うことをしないといけない

と思いますし、また他地域にいるその世代が何を求めていて、選んでいただくためには何をしな

ければならないのかを戦略的にマーケティングもしていかなければならないとそう思っていると

ころです。前にも答弁をさせていただいたようにですね、ばらまきをしてもそのときは多分来て

くれるとは思うんですけれども、やっぱり学校が上がるに従って、良い学校に行こうと皆さん町

外に出ていく方が多いというふうなところで、今、町に必要なのは、やはり移住対策と併せた定

住政策ですか、それが私は必要であると思って、現在、そこに力を入れているところです。海陽

町では現在、魅力ある子育て環境の充実というのを目指して、グローバル教育とか、またＩＣＴ

教育、そして高校の魅力化というような事業で、徳島県下でも尖った政策を展開していると思っ

ております。使える金額が決まっているのでばらまきにするのか、また長く続いていく施策にす

るのか、さらには来たくなるような施策を発想するのか、なかなかウルトラＣというのは難しい

と思いますが、さまざまな案を出す中で、的を絞って、目先だけでなく、将来、結果が残るよう

に取り組んでいければと思っておりますので、さらなる議員のアイデアもよろしくお願いをいた

します。 

 

 ５番 富田議員。 

 

 出産や子育て支援する公益財団法人が既婚者３０００人に実施をしたアンケート調査で、約７

５％が経済的事情などで第二子以降の出産をためらう。２人目の壁を実感していることが分かっ

た。結婚や出産を機に、理想の子どもの人数が減少した。子育て環境に不安を抱く人が、依然と
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して多いとなっております。海陽町の出生数推移を見ると、令和５年度見込みを含む過去９年間

の出生人数は、全体で２８４名、内訳としては、第一子１０９人、第二子１０５人、第三子４７

人、第四子以降２３人になっております。資料から見てとれるのは、第一子、第二子はほぼ同数、

しかし、第三子になると、第一子より極端に少なく、減少率５６・９％にもなってきております。

第四子以降に至っては、減少率７８・９％で、第一子の１０９人から２１・１％の２３人に減少

しております。このことからも、第三子、第四子以降については、子育て世帯への精神的、社会

的生活負担が大きくなり過ぎるためと私は推察がされます。そこで、子育て世帯負担軽減の実施

事業を実施したら、少しは改善傾向が見られ、出生数も上向きに改善してくると考えますが、財

源的には令和４年度子どもあゆみ基金残高１０億５８７８万円の基金積立残高になっておりま

す。平成２９年度の子どもあゆみ基金残高は、８億３２３１万円より２億２６４７万円の増加に

なっております。出生人数は令和５年度見込みで２３人ということなので、基金だけ積み増しと

結果となっていないのか。また令和元年度、町内海南小学校、宍喰小学校、ほれと海部小学校、

３校の児童人数は２９２人で、宍喰中学校と海陽中学校で１９１人でありましたが、令和６年３

月１日現在、小学校で２４９人、中学校２校合計で１３９人になっております。小学校で４３人

の減、中学校で５０人の減になっております。合計で児童生徒数が令和元年度より、令和６年３

月１日現在で９５人の減少になっております。今のままでは減少傾向は続くと考察がされます。

そこで提案ではございますが、保育料金１０カ月歳から２歳までを無償化を実施し、また３歳児

までの幼児の紙おしめ補助１人について月７０００円分の現物支給を実施をし、予算的には０か

ら２歳児保育料、約１３６５万円ぐらい。紙おしめ９２４万円になりますが、合計で２２８９万

円。約２５００万円の町の負担支出になりますが、海陽町からの転出防止、人口減少対策、子育

て環境整備の充実を促進の図っていくべきと考えるが、グローバル教育県下一、また子育て環境

整備県下一を目指して検討ができないか、町長にお伺いをいたします。 

 

 大崎子どもあゆみ保健課長。 

 

 保育料無償化、紙おむつの現物支給をしてはどうかとのご質問は、議員からの少子化対策や子

育て世帯支援の拡充のご提案と認識いたしております。保育料につきましては、現在３から５歳

児と非課税世帯の０から２歳児は国の制度により無償化されております。また、第三子以降につ

いては、多子世帯への経済的負担を軽減するため、国・県と町で補助し、無償となっています。

これに加えて、課税世帯の０から２歳児への支援については、兄弟で同時入所した場合は、２人

目の保育料が半額になり、また同時入所でなくても、所得が低い世帯は保育料が半額または免除

になる制度もあり、負担軽減がなされています。このように、保育料の軽減は進んできておりま

すが、海陽町の課税世帯の０から２歳児は令和５年度は７２名おりまして、年間の保育料は合計

で約１６００円となっています。もし仮にこれを無償化するとなると、県の補助金を差し引いて

も、年間で約１５６０万円もの一般財源が必要となります。それが毎年、毎年となりますと、町

の負担は大変大きなものになってきます。一方で、保育所を利用しない在宅での子育て世帯への

経済的支援がないなどの課題も考慮する必要があると思います。紙おむつにつきましては、０歳

の頃は非常に多く使用しますが、保育所では、１歳から２歳にかけて徐々にトイレでできるよう

に、トイレトレーニングを行い、成長に合わせておむつが取れるように頑張っています。ご家庭

でのトレーニングもあり、３歳ではほぼ使用しなくなってきます。また、紙おむつには多くのメ

ーカーがあり、子どもさんによってはかぶれやすい物があったり、同じサイズでもメーカーによ

って太もものフィット感が違ったりと、さまざまな物があります。このように、紙おむつの使用

状況は個人差が大きく、またサイズやメーカーも多岐にわたります。紙おむつを使わず、布のお

むつがいいと言われる保護者さんもおられます。このような状況ですので、３歳まで紙おむつを

現物支給することは、紙おむつが必要なくなった子どもさんとの間で不公平感が出る可能性があ

ります。 

子育て施策の拡充は、国をはじめ各自治体の重要な施策となっています。国においては、令和

６年１０月より児童手当の拡充となり、対象者が中学生までから高校生までに拡大し、月１万円

が支給され、また所得制限も撤廃されます。さらには、第三子の金額が３歳から小学生に限り１

万５０００円だったのが、０歳から高校生まで第三子は３万円に増額となります。海陽町におき

ましては、子育て世帯の負担軽減のため、令和５年度より国の出産子育て応援交付金１０万円に

町独自の上乗せを行い、１歳の節目に５万円の海陽町子どもあゆみ応援交付金を現金で給付する

ことにするとともに、保健師が子育て世帯の悩みや心配事に寄り添う伴走型の相談支援も行って

おります。少子高齢化が進む中、少子化対策は喫緊の課題であり、経済的な支援から相談体制の

充実など、トータル的な環境整備や支援策が必要であると考えます。今後とも子ども子育て会議

や少子化対策審議委員会のご意見を踏まえながら、持続的な制度を検討し、子ども・子育て施策

の充実を図ってまいりたいと思います。 
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 三浦町長。 

 

 お答えをいたします。今の提案なんですけれども、課長から費用に対して効果がないと答弁が

ありましたけれども、私も同感だと思います。狙いをしっかりと議論する中で施策を展開してい

かないと私も効果がないというふうに思っておりまして、先ほど、第三子が第一子、第二子の半

分ほどしか生まれてないというふうな話でありましたけれども、先々代の町長さんがですね、子

どもあゆみ条例の基金をつくって、３人目をつくってほしいという狙いで施策を展開する中で、

今の数字が保たれていると私は思っておりまして、もしそれをやっていなかったらですね、多分、

もっと少ない数字であったと私はそのように思っております。そのおかげで全国よりも第三子の

数が多分多いというふうに思っておりますので、今後も狙いをきっちりと見る中で、やはり使え

る金額が決まっている中で、どこに重点的に少子化対策お金を使っていくのかというようなこと

をしっかりと考えて、そこに集中してやっていきたいとそのように思っております。 

 

 ５番 富田議員。 

 

 今、町長の方で、この保育料の無償化、また紙おしめについては効果がないというような返事

でしたが、こういう理解ですか。 

 

 三浦町長。 

 

 お答えいたします。効果がないのではなくて、費用に対してそこまで効果が上がるとは思えな

いというようなお話をさせていただいたところです。 

 

 ５番 富田議員。 

 

 これアンケート結果でもですね、東京の会社でございますが、既婚者の人にアンケートを取り

ました。それの結果がこういうことで、第三子になってきたら経済的な負担が多いけんに出生数

も減ってきとるというようなアンケート結果が出ております。これは３０００人のアンケート結

果です。それの約７５％が経済的なこともあって、第二子の壁を感じるという答えになっとんで

す。これを踏まえてですね、この海陽町の今現在の９年間の子どもさんの第一子、第二子、第三

子とあと第四子以降の資料を見たらですね、私が先ほども説明をさせていただきましたとおりで

すね、第一子が１０９人です、９年間で。第二子が１０５人です。大体、一子、二子は同等数の

人数になっております。そやけんど、もう第三子なったらですね、先ほども説明をさせていただ

きましたがですね、４７人ということで、もう半分以下にずっと落ちてきとんです。それで、第

四子以降になったらまた２３人ということで、だんだんと落ちてきております。ということは、

東京のアンケート結果のですね、この結果のとおりの結果になってきとると思うんです、私は。

こういうことで、今回、子育て世代に向けてのですね、保護者に向けての負担を軽減ができない

かということで、提案をさせていただいております。 

再度、ちょっと町長のお考えももっぺん聞いて、次に進めていきたいと思います。 

 

 三浦町長。 

 

 お答えをいたします。先ほどお話をしたとおりですね、第三子以降の子育て施策というのを、

先々代の町長さんがですね、お金も積んで、基金も積んで、そして施策を展開してきたおかげで、

今の数字があると私はそのように思っております。それがなければ、多分もっと少ない人数でな

かろうかとそのように考えております。前にも言ったとおりですね、ある市が子育て世帯すごく

充実をしているというようによく報道されますけれども、その市はばらまいてそのそこに住んで

いただいても、近くにいろんな、例えば学校も１時間圏内でたくさんありますし、いろんな可能

性がある地域なので、ばらまいて、そこに定住していてくれるというような話なんですけれども、

海陽町はばらまいて来ていただいても、やっぱり徐々に転出をしていく、学校が上がるに従って

転出をしていくというので、それをまず土台をしっかりしようということで教育委員会とも協力

をしながら、定住をして子育て環境をしっかりとまず充実をしていこうと、定住できる子育て環

境を充実していこうということで今、取り組んでおりますので、やはりほの地域地域で、やるべ

きことというのは違ってくると思いますので、この地域にとっては、まずそこを重点的にやって

いくべきではなかろうかというふうに考えておりますので、ご理解をよろしくお願いをいたしま

す。 
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 ５番 富田議員。 

 

 町長のお話も理解はしておりますが、若干ですね、この課題についてはですね、基金も先ほど

も言いましたとおり、１０億５８７８万円もありやね、まあ二つの事業実施で、今、課長の答弁

の中で３歳児もいらんという話でしたので、２歳児にしたらですね、まだ若干金額が減ってくる

と思うんです。ほういうことであればですね、年間二千何ぼや分からんけど、２０００万ちょっ

とぐらいで経費はこのぐらいで済むと思うんです。それでこんだけの基金もありますので、継続

をしていけたらやっていけると思います。それと一般会計の決算も毎年３億から５億円ぐらいの

黒字決算をしております。経費節減に努めていければですね、十分ばらまきではなくてですね、

十分実施可能と考察されます。今の財政事情でできないのか、総務課長にお伺いをいたします。

令和４年度の経常収支比率は、私は８４％ぐらいと思うんですが、思うだけではいきませんので、

正確な数字を教え願えますか。それとその当時の令和４年度で、県下で海陽町は何番目ぐらいの

位置になっておるのか、お聞きしたいと思います。 

 

 浦川総務課長。 

 

 お答えいたします。令和４年度の海陽町の経常収支比率でございますが、８４・６％でござい

ます。県内では低い方から６番目となっておりますが、令和３年度と比較しましても４・３ポイ

ントの上昇ということで、経常収支比率は上昇傾向にあるというふうに認識をいたしております。 

 以上でございます。 

 

 ５番 富田議員。 

 

 総務課長の方から正確な数字ということで、海陽町の令和４年度の経常収支比率は８４・６％

ということであります。ほれで県下でも６番目ということでございますので、私は、今時点では、

海陽町は優良町村であるというふうに理解をしております。そういうことでありますので、県下

の市町村でも、この保育料無償化実施町村は、板野町、吉野川市、東みよし町、那賀町、最近で

は阿南市等々増加傾向にあります。お隣の高知県の東洋町の役場も保育料は無償化を実施してお

ります。完全無償化を実施しております。なお、東洋町は給食費も無償です。また、第一子２０

万円、第二子３０万円、第三子５０万円の祝い金もございます。第２次海陽町総合計画では、人

口減少の克服に向けて、人口減少が地域経済の縮小を呼び、地域経済の縮小が人口減少をさらに

加速をさせるという、悪循環の連鎖に歯止めをかけていく必要がありますと明記されています。

私が２０１８年に保育料第一子から無償にしてはと一般質問をしておりますが、当時、本町独自

の子育て施策がある子どもあゆみ事業を推進しているとの答弁をもらっておりますが、出生人数

に関しては残念ながら結果がついてきておりません。そういうことで、今回、再度、質問をさせ

ていただいております。国の方でも少子化対策については、異次元の対策を打つ必要があると言

っている。三浦町長もできない理由を考えるのでなく、やれる方法を考える。また何もしないよ

り、何かやるという攻めの気持ちで努めていると公言をしておりますので、子育て世帯、保護者

のため、ここは打てる施策については積極的果敢に打っていく時期に来ていると私は思います。

もう後はありません。打って出ていかなければ、町は活力を失い、にぎわいなく、衰退する一方

になる恐れがある。要は町長の腹積もりだけだと私は思うのです。実施をする気持ちがあれば、

十分実施はできると思います。町の行政を預かっていたらやりたくない事業でも、町民の幸せの

ため、町の発展、地域経済活力推進のためには事業推進をしていかなくてはいけないこともある

と思うので、大きい度量で取り組みを考えていただけませんか。 

再度、町長のお考えをお伺いいたします。 

 

 三浦町長。 

 

 お答えをいたします。議員がですね、以前、保育料の無償化の提案もしていただいたと思うん

ですけれども、そのとき、もし無償化をしていても、私はこの第三子とか、第一子、第二子、そ

こまで増えているというふうには思いません。で、海陽町をですね、先ほど東洋町の話もありま

したけれども、海陽町から東洋町の方に移住をしている方と、逆に東洋町から海陽町に来ている

方と比べれば、私は東洋町から海陽町の方に来ている方の方が多いというふうにも認識をしてい

るところです。 

先ほど財政の話もありましたけれども、海陽町は財政力指数が０・１９％しかないというよう

なことで、ほとんどがですね、地方交付税、そしてまた税収はもうほぼほぼ１割もないような状
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況でありますので、そのような中で、もし地方交付税、今現状、ある程度、維持をしていただい

ておりますけれども、そこが下がれば先ほどの経常収支比率も何も全て下がっていくということ

で、自分としては優良な自治体というふうには認識をしてないところです。その中で、今、基金

で一生懸命貯めたりとかですね、またふるさと納税でその寄附金を頂いとるとかですね、いろん

な形で、今、財政を運営していくに当たって、将来を見据えて、しっかりと、今、職員さん総務

課長はじめ、職員さん動いていっていただいておりますので、その貴重なお金をですね、またど

のように使っていくのかっていうようなところは、しっかりと狙いを定めて効果のあるように使

っていきたいとそのように思っておりますので、議員の皆さま方のご理解もいただきますよう、

よろしくお願いをいたします。 

 

 ５番 富田議員。 

 

 これ交付税もずんずん減って来る予想は、私も認識はしております。ほやけんにですね、でき

るだけ出生数の方を人口をどないぞ増やしてですね、増加をさしてですね、交付税の削減の率を

少しでも上げていて、町のにぎわいをできないかということで質問をしております。見解の相違

等いろいろあるとは思うんですが、よその町村もですね、県下では私が前の時から言うた時から

比べたらですね、大分、町村も多々増えてきております。ほやけんどうして増えてきとんかとい

うたら、よその町村も子育て世帯で人口を増やさないかんということでやってきとると思うんで

す。ほやけん付いていけれるところはですね、できたら付いていただきたいなとは私は思ってお

ります。そういうことで、町長のお考えもあると思うんですが、また今後、また検討もしていた

だけるんでありましたら、また検討もしていただけたらなと思います。ここでは断定はいたしま

せんので、またよろしく検討のほどをお願いいたします。 

以上でもちまして、私の一般質問を閉じることといたします。 

 

 これで富田議員の一般質問を終わります。 

議事の都合により休憩します。（午後２時３８分） 

 

 休憩前に引き続き再開します。（午後２時４９分） 

一般質問を続けます。２番 木内議員。 

 

 それでは、海南病院について一般質問をさせていただきます。 

昨年の６月議会で、海南病院の一般質問をさせていただきましたが、令和４年度の決算が出て

おりませんでしたので、今回、海南病院の改革検討委員会の３年間の結論が出ましたので、再度、

質問いたします。海南病院の決算については、１３年連続の赤字によりまして、令和４年度の繰

入金は１億８７００万円。純損失４３２０万円。未処理の欠損金６億９３００万円となっていま

す。累積赤字が６億２０００万。その次の年に６億５０００万円。その次の年に６億９３００万

円と続いております。海南病院の経営改革と今後の取り組みについてご質問いたします。 

 

 川野海南病院事務長。 

 

 海南病院改革計画の検証と経営改革の方向性についてのご質問にお答えいたします。 

令和２年度から令和４年度までの海南病院改革計画の検証では、海南病院改革検討委員会から、

昨年１１月に次の検証が出されました。病床機能回復期、病床数４５床は現状維持、医師をはじ

めとする医療従事者の安定的な確保、可能な限り看取り患者の受け入れ、在宅医療の充実強化、

救急医療について県立海部病院と連携を強化し、今後の体制状況により、機能分化の推進、町か

らの繰入金の縮小、ただし、住民が必要としない病院であるとの多くの意見がある場合や町から

の繰入金が増大していく場合は必要に応じた規模への縮小、または経営形態移行に向けた協議、

検討を実施するという検証がなされております。この海南病院改革計画３年間に基づき取り組ん

できた中で、経営改善をする上で、特に医師をはじめとする人材確保が最重要課題であると考え

ております。今後の方向性について、海南病院改革検討委員会のこの検証と総務省が新たに示し

た公立病院経営強化ガイドラインの趣旨を踏まえ、地域での役割、機能を果たすために必要とな

る医師、看護師等の確保、今後、起こりうる南海トラフ地震及び新興感染症の感染拡大時等に備

えた平時からの取り組み、施設・設備の最適化、経営の効率化等に取り組むことで、病院経営強

化を計画的に推進することを目的とした、令和６年度から令和９年度までのこの４年間の海南病

院経営強化プランを昨年１２月に策定したところであります。これからのこの４年間は、この経

営強化プランに基づき、院長はじめとする職員が一つになって取り組んでいきたいと思っており

ます。以上です。 
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 ２番 木内議員。 

 

 医業収益を上げるためには、医師、看護師、コメディカル職員の人材不足としているが、この

問題解決についてどのような取り組みを行ってきたのか。また、一般病院の医療従事者の平均年

収は、一般病院で院長２６３３万円年収。医師１４６１万円。医療法人運営の診療料で院長２６

５２万円。医師１１１８万円、これは厚生労働省が公表した平均の数字であります。この数字に、

海南病院の医師の報酬は高いんですか、低いんですか、ちょっと教えてください。 

 

 川野海南病院事務長。 

 

 医業収益を上げるための人材不足についてどのような取り組みを行ってきたかと、海南病院の

医師報酬等の報酬についてのご質問にお答えいたします。 

まず人材不足の取り組みについてお答えさせていただきます。徳島大学、徳島県病院局、徳島

県医療政策課、徳島県医師会、阿南医療センター、県立海部病院へは、町長、副町長、院長とと

もに、適宜、医師派遣の依頼に行っております。さらに、令和５年度には５月に第５回地方創生

医師団シンポジウムを海陽町で開催、１１月に海南病院まつりを初めての開催、２月に学生くら

しの保健室の開催、１月に阿南医療センターと共同でサーフィン雑誌「Ｂｌｕｅ」への医師をは

じめとする医療従事者募集掲載の取材を受け、先週３月に全国発売されているところであります。

特に地方創生医師団シンポジウムでは、医師や医学生をはじめとする医療関係者３７人が全国か

ら集まり、海陽町民も含めると１７３人がディスカッションを行い、参加されていた医師から海

南病院の支援に来たいという申し出があり、この令和６年４月から２名の総合診療科の医師が非

常勤ではありますが、勤務していただけることになっております。また、この総合診療医の紹介

によりまして、医師の指示のもと、一定の医療行為ができる、四国でも数名しかいない診療看護

師（ＮＰ）も週１日勤務していただくことになっております。さらに、徳島大学より週１日、整

形外科医も勤務していただくことになっております。また、徳島赤十字病院から研修医が１カ月、

今年度研修に来る予定も決まっております。さらに、徳島大学からも医学生が実地研修に来る予

定で、学生くらしの保健室では、１年を通じて検診、地域サロン、教育、イベント等に徳島大学

医学部生等が参加予定でございます。この医学生等々が研修に来ていただいた研修医、医学生が、

将来、この海南病院、海陽町で支援していただけることを期待しております。看護師や理学療法

士等のコメディカル職員についても、これまで正規職員の採用については年１回の定期採用試験

でありましたが、幅広い方に海南病院で勤務していただきたいという思いで、１年を通じての通

年募集をしたところ、看護師、理学療法士、作業療法士の採用につながったところであります。

これから地方での医療従事者の確保については厳しい状況でありますが、これからもつながりを

大切にし、積極的に人材確保に努めてまいります。 

続いて、海南病院の医師報酬についてですが、現在、海南病院はもう医師と院長職しかないん

ですが、院長職、医師とも年間、宿日直と時間外手当、残業手当を除くと、民間病院に比べて低

い年収でございます。ただ、その低い年収ではほぼ来ていただけない状況だと感じております。

以上です。 

 

 ２番 木内議員。 

 

 医師確保の取り組みによってですね、新たな医師が４月から海南病院に勤務するわけですけど

も、この病院の診療体制について、ちょっと説明してください。 

 

 川野海南病院事務長。 

 

 診療体制についての４月からのご質問にお答えいたします。 

まず、日浅地域医療シニアアドバイザーについては、引き続き、毎週月曜日に外来診療をしてい

ただくことになっております。さらに、病院経営等についても、ご指導、ご助言等をお願いして

おります。新たに勤務していただく医師は、総合診療科の医師２名、徳島大学から整形外科医１

名、診療看護師１名となります。また現在、週４日勤務の内科医師が半日追加勤務していただけ

ることになりまして、週４・５日の勤務となり、医療制度上は常勤扱いということになっており

ます。このことによっていろんな加算とか、そういう報酬が増は見込められております。それと

需要が多い訪問診療の回数も増やす予定にしております。引き続き、自治医大医師が宿直、検査、

外来診療、週１日だけですが、それと海部病院から派遣の徳島県地域特別枠の医師が週１日外来

診療、脳神経外科医師が宿日直と週１回の外来診療、それと徳島大学外科医師が金土日の宿日直
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と外来診療、徳島大学から内科医師が月１回外来診療、民間の検査技師が月２回心臓エコー検査、

民間病院医師が月１回程度の宿日直、宍喰診療所の白川所長も週１回宿直を引き続きしていただ

くことになっております。この詳しい外来診療表については、４月に入って、一覧表作って、全

戸配布する予定でございます。診療科としては、内科、整形外科、外科、脳神経外科、総合診療

科と５科であり、在宅医療では、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリ、それと神野地区への巡回

診療については、日浅地域医療シニアアドバイザーに代わり、この４月から総合診療科の医師が

診療に当たることになっております。救急外来についても月２回程度、総合診療科の医師が来て

いただくことになっておりますので、幅広い患者さまの対応が可能だと考えております。まだま

だ常勤医師は少ないでございますが、４月からは新たに医師等も増え、多くのいろんなお医者さ

んに支援をいただきながら、徐々に徐々に体制の充実が図られているところであります。これか

らも人とのつながり、寄り添う医療を実践し、住民が海陽町で安心して生き生きと生活していた

だけるよう努めてまいります。以上です。 

 

 ２番 木内議員。 

 

 医師確保についてはですね、海南病院は地理的にも遠いし、報酬も低い、なかなか来てくれな

いという状況は分かりますが、やっぱり来てもらうためには何かのつながりが必要であると考え

られます。今回の取り組みにより、医大生などの研修の受け入れも新たに取り組み、強化してい

くということでね、研修に来てくれた方が将来、海南病院に来てもらえる可能性があると思う。

看護師やコメディカルに関しても不足の状況は同じであると思うので、学生などの研修受け入れ

を行っていけばいいと思うが、どうですか。 

 

 川野海南病院事務長。 

 

 医大生の研修の受け入れ、看護師やコメディカルの学生の研修受け入れを行っていけばいいと

思うがのご質問にお答えいたします。 

昨年１１月の病院まつりの後、三重大学医学部医学科の６年生と４年生の研修受け入れを行い

ました。初めて海南病院の受け入れでございましたが、学生の学ぶ姿勢、患者さんに接する姿に

刺激を受け、本当に職員の方が学び、新たな気持ちで今実践しているところであります。４月以

降は、徳島大学医学部医学科の学生さんの研修受け入れ、徳島赤十字病院の研修医の受け入れと

予定しているところであります。指導についても、内科医師と総合診療科医師が指導医の資格等

を取得しておりますので、学生の指導をお願いしております。これから医学生はもちろん、他の

病院の研修の連携施設として、可能な限り研修医の受け入れも考えております。また、議員ご提

案のように、看護師や理学療法士等のコメディカルを目指している学生についても受け入れがで

きるよう、学生の指導に必要な職員の講習等、体制づくりに努めたいと考えております。これか

ら多くの学生、研修医の受け入れとなれば、やっぱり宿泊施設等が必要となります。指導等の職

員の体制の構築、そしてこの宿泊施設等のハードの整備、これらを一体的に考えていかなければ

ならないと考えております。学生、研修医等にどんどん来ていただき、将来、海南病院で地域医

療に携わっていただけるために、このソフト・ハード両面からの整備を積極的に進めていくと考

えております。以上です。 

 

 ２番 木内議員。 

 

 あらゆる取り組みによりまして、診療体制については万全ではないが、ある一定の成果が出た

ようであるが、その反面、確実に経費も増えるのは明らかであります。でも海南病院はＭＲＩが

ありません。ぜひＭＲＩは欲しい設備であるので、これを購入してみてください。どうですか。 

 

 川野海南病院事務長。 

 

 ＭＲＩの導入についてお答えいたします。 

今現在、海南病院はＣＴのみでＭＲＩはございません。ＭＲＩの購入となれば、やっぱり最低

クラスで１億３０００万、上になったらやっぱり２億、３億と上になりますが、最低でも１億３

０００万必要となります。それと保守料が年間毎年、大体購入費の１割、１億３０００万の機械

を買えば１０００万から１３００万ということが毎年必要となります。さらに、ＭＲＩを備える

にはそれ専用の部屋をつくらなければなりません。海南病院はＣＴの部屋しかないので、ＭＲＩ

の導入となれば、また新たな部屋をつくらなければならないということもあります。それと患者

さんの需要が、それだけ若い方が少ないので、ＭＲＩをすぐにっていう患者さんの需要数も検討
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しなければならないので、現時点では、すぐにはＭＲＩの導入は考えにくいと考えております。

今後、さらにいろんな機器購入の財政的な援助等、患者さんの需要等を考えて、これから以降は

検討はしていきたいと考えます。以上です。 

 

 ２番 木内議員。 

 

 赤字が続いておるわけですけども、これ以上の一般会計からの繰り入れは増やすわけにはいき

ませんので、ある程度の経営改善が見えてこなければならないと思います。まさに言い訳ができ

ない状況にあると思うので、院長以下、病院スタッフ一丸となって、海南病院の改革の成果を見

せてほしいと思いますが、町長としての決意をお聞きしたい。 

 

 三浦町長。 

 

 お答えをいたします。事務長からも答弁がありましたけれども、令和５年度は地方創生医師団

のシンポジウムとか、また病院まつりとか、さらには学生との交流事業など、海南病院にとって

も変革の年であったと思います。その中で海南病院職員が一つになって、さらにはこれらのイベ

ントをまちぐるみで開催をしたことによって、今までは病院職員と町職員が何となく壁があった

ものが取り除かれて、同じ町の職員として同じ船に乗っているということをみんなが実感しても

らえたひとときであったと思います。そして住民も巻き込み、町全体が一丸となった結果、医師

やコメディカル、そして、さらには医大生との交流などにも結び付いてきているところでござい

ます。今回、このような経験をして、今までできなかったものが少しずつ、今、動いているよう

に思います。今まで幾度となく医師派遣のお願いに行って、遠いから無理だと何度も断られてき

て、もう無理なんじゃないかと自分の地域の限界を感じていたことも正直ございました。しかし

ながら、今回の経験で、物事には何でも段階があって、一足飛びでできるスキルもないのに正直

諦めていたのは間違いで、まだそこにも行っていないのに自分たちの限界をつくっていたという

ことに気が付いたところです。今回、第一歩目の階段を上がったということによって、さらなる

上の階段に上がれるようになるのだと今感じております。この３月末には、東京での総合診療医

が２０００人ほど集まる、日本プライマリーケア学会のオンラインシンポジウムに私も登壇をす

る予定ですし、その足で、群馬県の病院の総合診療科にも視察に事務長とともに行ってくる予定

です。考えるよりまず行動しなければならないと思っておりますし、どんどん動いて、このハン

デを克服して、着実に階段を上がっていければと思いますので、議員の後押しをよろしくお願い

をいたします。 

そして議員ご指摘のように、今回の人員体制の充実とともに人件費などの経費の増加も見込ま

れますので、すぐに改善が数字に出るのは難しいかもしれませんが、逆に言えば、言い訳ができ

ないような状況に近づいているということで、これから必ず医業収益の増加につなげていき、職

員一人一人が経営という観点を持って日々の運営に努めるようにとの指示もいたしております。

これからも病院職員だけでなく、行政職員、介護職員、そして地域住民の思いが一つになること

が、この海南病院の目標であります、人とのつながり寄り添う医療の実現、そして住民ができる

限り、この住みなれた海陽町で生活できることにつながっていくと確信をいたしておりますので、

今後ともこのご縁を大切にして、地域医療をみんなで育てていくという思いで、そしてその中心

が海南病院でなければならない。我々もなりふり構わず、あらゆることにチャレンジをしてまい

りますので、今後とも議員の皆さま方のご協力をどうぞよろしくお願いをいたします。 

 

 ２番 木内議員。 

 

 改革の成果を期待しております。 

これでもちまして、私の一般質問を終わります。 

 

 木内議員の一般質問を終わります。 

一般質問を続けます。６番 叶岡議員。 

 

 それでは一般質問をさせていただきます。 

私、第１点目は少子高齢化対策について質問をいたします。 

本町におきましては、一番重要な施策であります少子化対策、そして高齢化対策において、ど

のように取り組んでいるかということを非常に思っております。で、まあ少子化対策ですね、県

下全域的にいろいろ取り組んでおります。ところが少子化対策と同じに、やはり高齢化対策も非

常に必要ではないかというふうに思っております。そしてましてやこれから団塊の世代といわれ
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た我々の年寄りが非常に多くなってまいります。ところが悲しいかな体の悪い方もいろいろおい

でます。そしてまたほの高齢者に対する日々の対策において、本町におきましては、各地区に高

齢者対策用のサロンがあると思います。それでまず第１番目にその高齢者対策用サロン的なもの、

本町に幾らあるのか、そして予算的には幾ら付けているのか、それをお聞きいたします。 

 

 北村長寿福祉人権課長。 

 

 お答えいたします。これから増加する高齢化対策についてどのように取り組んでいくのかとい

うご質問でございます。 

まずサロンについてのご質問があったかと思います。ふれあい・いきいきサロンということで、

町内、今現在４２カ所のサロンが設置されております。このサロンの運営につきましては、自主

的なところが主になりますけれども、支援として社協の方で支援に入っていただいております。

予算的なものといたしましては、令和６年度の当初予算でありますと、１７２２万３千円の大き

な中にですね、そのサロンの事業がございまして、その予算の枠の中で取り組みをさせていただ

いているところでございます。 

 

 ６番 叶岡議員。 

 

 ほの４２カ所あるということなんですけども、これは全町的に散らばっとんだろうと。なぜこ

ういうこと聞くかといいますと、高齢者の方々が日々いろんなほのすることがないとか、いろん

な形の話をお聞きするんです。先般もほのこれの地区の高齢者の方おいでて、もう毎日退屈でし

ょうがないというようなことをお聞きしました。そこで地区におきまして、お茶を飲むとか、昔

でいうお茶飲み友達ですね、そういう形のものができないんですかと聞いたところ、費用面とか

そういうもんで非常に問題があると。特に聞いたところによりますと、各自５万６千円ぐらい老

人会に出よんですかね。その費用があるんと違いますか、その費用を利用してやられたらどうで

すかということで先般、返事をしたんですけども、やはりほの中にはですね、元気なお年寄り非

常に多いわけです。やはり我々の町はもう祭りとか、いろんな行事とかには参加せないかんのん

ですけども、元気なお年寄りをぜひ参加していただきたいと。私らの地区では６５歳以上はこの

祭りは参加しなくてもいいとかいう何はありますけども、本当に元気なんですよね。これはもう

私ら見ていただいたら分かるように、頭は悪いけど体は元気です。ね、だからその元気さをね、

使ってやっていったら、少子高齢化対策の中に少子化よりもっと重要なことができると思うんで

す。やはり高齢者の方々、団塊の世代、これから多くなります。その方々をいかにして活躍して

いただくか、これ行政の仕事だと思うんです。ね、やっぱりそこら辺りを持っていって、今後ど

のような形でほの高齢者対策を細かくしていただけるか、ちょっと通告はもうしとんですけども、

簡単でいいので、お願いいたします。 

 

 北村長寿福祉人権課長。 

 

 元気な高齢者の方々がどういう活躍をしていただく場を持っていただくのかというご質問であ

ろうと思います。今ですね、地域の方々がお持ちの技術を活用して、シルバー人材センターとい

うところで登録していただいて、地域のあらゆる活動にご参加いただくと。そういったことも一

つございますし、町の方でですね、附属機関がございまして、そこの委員としてですね、あらゆ

る方がですね、委員としてご参加いただいて、これまで培ってきた知恵を生かしていただくとい

うことをありがたく私どもの方もご意見いただきながら、施策に生かしているところでございま

す。 

 

 ６番 叶岡議員。 

 

 そこで昨年度から言ってますけども、デイサービス、合併問題出ておりますね。昨年、私は声

は多くして反対いたしました。なぜかというと、地域の方々とか、利用者の方々に対して、非常

に不便な形をしてもらうということで、僕は反対して、やっぱり置いといた方がいいんじゃない

かということで、昨年も言いました。今年もこの３月当初予算出てきましたけども、来年のまた

３月３１日付で合併する。これちょっとおかしいと思いませんか、町長。団塊の世代でこれから

増えてくるんですよ、年寄りは、ね。年寄りは増えてくるのに縮小したら、多なってきたらまた

このデイサービスをやね、復活し、場所を広げないかんと、受入体制をせないかんって形になっ

てくると思うんですけど、このデイサービス、ほんで合併してやれば、恐らく宍喰が、昨年言よ

ったように宍喰がさつき荘に来るでしょういう形になるんですけど、やはり働いてる方々の職場
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をなくすとよく言っております、今話題になっている漁火の件も一緒なんです。委員会の中でも

働く場所がなくなるんじゃないかと、ただでさえ働く場所が少ない町なんですよ。やっぱりそこ

らあたりももっとこう考えていただいて、やはり一番大きなんは、ほのお年寄りを大事にしてい

ただくと。元気なまち、やっぱお年寄りのまち、元気なお年寄りのまちという形でやっていくん

も一つの方法だと思うんです。やはり、だけど少子化は非常に大事です。それはもう子どもたち

のためにやね、先般の神奈川へ視察に行った保育所みたらもう非常にね、生き生きしてるところ。

そういう形もまだ町の方でやりながらお年寄りも大事にしてやるという形なんですが、これはど

うでございますか。 

 

 北村長寿福祉人権課長。 

 

 デイサービスの今後の在り方というようなご質問をいただいておりますので、お答えをさせて

いただきます。 

まず本町には二つのデイサービスがございまして、昨年１年ほどですね、いろいろご議論をし

ていただいたところです。統合に至った経緯の一つとしては、利用者の確保でございます。本町

の６５歳以上の高齢者は５年ごとに３００人程度を減少していくと。今はですね、団塊の世代と

いうことで増えてはおりますけれども、それをピークにですね、減少していくという予測となっ

ております。また二つ目はですね、介護人材不足の課題でございます。１５歳から６５歳までの

生産年齢人口、こちらはですね、５年ごとに５００人程度減少していく予測となっておりますの

で、利用者の方よりも早い著しい減少傾向が見られます。今回、ほの統合に至りますけれども、

やっぱりそういうデイサービスっていうところをですね、今は二つですけれども、継続していく

というところに重点を置きましてですね、今回ちょっと２カ所から１カ所に統合して、より持続

可能な通所介護サービスというものを目指しての統合でございますので、ご理解のほどよろしく

お願いいたします。 

 

 ６番 叶岡議員。 

 

 ほの理解せえっていうことは、僕はなかなかそのことに関しては納得できません。やはりこの

統合問題についていろいろ調べてみましたけども、唐突に社協の会長が施設を入れて統合します

と言うたいうふうに聞いております。事実かどうかは分かりません。そういう何も入っておりま

す。だけどやはりこれからもほのお年寄りの方々をやね、やはり大事にしていかんちゅうんを（不

明）けん、町長、思いよんぜ。私はそう思うんですよ。本当に我々もこれから年いきます。やは

りこの介護の世話ならないかんと、あなた方も皆一緒なんですよね。いうふうな将来ほったらか

しじゃ困るわけでしょ。やはりそういうふうなところがあれば、本町の場合、民間の施設もね、

あります。だけどやはり民間よりほの高齢者の方々がほの町の施設の方が良いというふうな感じ

も受けてるみたいなんです。町長、それの件でどう思いますか。 

 

 三浦町長。 

 

 お答えをいたします。このデイサービスの統合の問題に関しましては、もう数年前から話があ

ったんですけれども、なかなか前に出ていなかったっていうのが事実で、唐突に回ってご説明を

したというような形になってしまったこと、本当に申し訳なく思っております。今回のデイサー

ビスの在り方につきましても、民間でカバーできるところは民間に任せつつ、やっぱり公立は集

中して将来の充実に備えていくことがやはり大切ではなかろうかとそのように思っておりまし

て、自分としてもできるだけ今の現状を残せればという気持ちはあるんですけれども、やっぱり

海陽町の将来を考える上では、苦渋の選択をしなければならない時期にも来ておるというところ

でありますので、できれば統合してですね、不便になったという声でなくって統合してよかった

というような、そのように言ってもらえるように、現在の利用者にももっと丁寧にですね、やっ

ぱり説明をしていかなければならないと考えているところです。いずれにしましても、先ほど議

員の方からもありましたけれども、本当に高齢者、日々生活するにあたって、やっぱりもっと元

気にこれから生活をしていただきたいというところもありまして、町としてもいろいろこれから

高齢者対策、昔はうちの近所でも将棋をして集まっていたりとか、囲碁をしたりとか、マージャ

ンをしたりとか、いろんな形でたくさん高齢者の方集まる場所があったんですけれども、今、本

当にないというようなところもありますので、グランドゴルフも１００人以上が集まるようなコ

ミュニティでありますし、また男性の集まるような、女性はサロンとか結構行くんですけれども、

男性が集まるようなところが、今現状、なかなか少ないというところもありますので、以前、叶

岡議員さんからも質問でもあった、畑を開放したらいいんじゃないかとかいろんなお話もあって、
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内部でもいろいろと検討もしているところでありますので、またいろんなアイデアもいただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 

 ６番 叶岡議員。 

 

 町長の答弁でそういう形で今後やっていただいてやね、やはりほの愛情を持ったお年寄りに対

する対策を講じてください。しかし、ほのデイサービスの合併については、僕は絶対に反対です。

やはり、今以上に住民の方々に理解をもらって、住民の方々がそれでいい、今利用されてる方々

の中には寝たきりみたいな不自由な方もいる。その方々にもやっぱり了解もらって、宍喰から海

南来るんでも構いませんかというような感じで了解をもらって、その人はいいというだったら僕

もそれはしょうがないんだろうと。だけど今の時点では、非常にね、不便を被るということで、

平等なサービスを受けるということからはちょっとね、観点では違ってくると思いますので、そ

れはもう今後は反対ということで申し上げておきます。 

次に、ちょっとこれ難しいんですけども、人口対策で、先ほども婚活の話が出ておりましたが、

私いつも思うんですけども、子どもさんたちがおいでて、子どもが生まれたという方々の中でも

いろんな事情があって生活一緒にできないということで、やむなくどういうのか別れて、結婚解

消しておられる方がかなり多く見受けられます。なぜこういうことを言うかというと、その方々

の親御さんが誰か良い人おったら再婚さしたいと。おりませんでしょうかという話をよく聞くわ

けなんです。だけどええ人ちゅうんはなかなかおりません。ほんまに。だけどその中でも子ども

たちを持ってるお母さん方が海陽町に帰ってきて、再婚していただければ人口も増えるし、増え

る（不明）方がええと思うんですよ。少子化で子どもをつくっても、なかなかね、今、一・なん

ぼしかない。ところが３人子どもさんがおいでて、都会でおいでるという形の人が海陽町帰って

きて、再婚されて生活をすると。いろんな諸問題ありますけども、そういう形でほの一番、ほん

でこの方々に言うと、役場が取り継いでくれたら安心できるから。やはり役場はすごいなと思う

のは、ほの安心感ですね、町民にとって。そういう形をお聞きしますんで、このままやられたら

どうか。なぜかというと、昔から考えれんようなことですよね。昔はトイレもほうじゃないです

か。ヨーロッパの方からアメリカかしらんけど、水洗便所になって、本当に昔と違ってきれいな

ね、すばらしいトイレでなっております。やはりそういうふうな形ができるような感じで、ちょ

っと比べるのも悪いんですけど、やはりそういうこと先を見てやね、海陽町に来たら再婚できる

んやと、それぐらいのことを僕思ってもらってもいいと思うんですよ。子どもさんを１人、２人

増やしても大変もう今難しい時代やから、そういう感じで思い切って違う考えでやね、やられた

らどうかなと思うんですけど、その案はどうでございますか。 

 

 大崎子どもあゆみ保健課長。 

 

 お答えいたします。幅広い、今、出会いの婚活ということで、例えば、マリッサとくしまにお

きましては、シングルマザー、シングルファザー、または理解者の方へというふうなイベント等

を企画してましたり、４５歳から５５歳限定といった形で、さまざまな出会いを希望される方の

状況に応じて、さまざまな企画等もございますので、そういったところとまたいろいろ相談しな

がら、どなたでも参加しやすいような形を検討していきたいというふうに考えております。 

 

 ６番 叶岡議員。 

 

 今後、ほういう観点で進めていただければ非常にありがたいと思ってます。よろしくお願いい

たします。 

３番目の猿害について、前回の議会の時に私はサルの害について質問いたしました。ほら答弁

として、猿害については一生懸命やっていただくというふうなご答弁いただきましたけども、今

現在も非常に猿害で困っております。同じ場所です。で、見に行きますと、どういうたらいいか、

はぐれザルというのか、ボスザルで非常に凶暴性を持ったサルはおります。私もそのサル見まし

た。目を見たらいかんと言うけど、これはすごいですよ。牙むいて、僕のこの顔にむいてくるん

やけんな。これはもう本当びっくりします。やはりほれは、やっぱこれは何とかせないかんと。

ほんでほの今日の新聞に載ってましたけど、檻を付けてもなかなか入らないと。やはり本当にど

ないいうたらいいん、独特のもんを持ってやっぱり鉄砲で撃たなあかんと。ええか悪いかは別で

すよ。だけどこの害を防ぐのはね、それぐらいをしなければならない時に来とん違うかと。朝起

きたらそのサルが来て、家の周りぐるぐる回ってきて、いわゆる上に上がってしよったら、ほら

住んでいる方きしょく悪いですよね。やはりそこらあたりの猿害の紐落ちをお願いしますけども、

どのような対策を、これ以上にとれるのか、お聞きいたします。 
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 乃一産業振興課長。 

 

 サル被害について前回の質問後、どのような対策を講じているかというご質問についてお答え

いたします。 

１２月から現在までのサル被害の役場への通報件数でございますが、浅川地区で１件、宍喰地

区で３件ございました。通報があった場合の対応としまして、すぐにですね、職員が空気銃を持

って現場へ赴きまして、追い払いを行っております。また現場へ行った際にはですね、周辺住民

への聞き取りを行うとともにですね、サルを寄せ付けない方法でありますとか、遭遇したときの

対応などの説明を行っております。住民がですね、直接、追い払い等をその場で行っていただく

ことが即効性もあって良いことだとは思うんですが、危険を伴います。ともすればけがをする場

合もありますので、積極的にですね、追い払いをしてくださいと言いにくい部分もございます。

捕獲に向けては根気よく取り組むほかないのが現状でございます。町の方ではですね、捕獲に向

けて、令和４年から５年にかけまして、町内のサルの個体群調査を、県の事業でございますが、

行っております。その結果、１５の群れが確認されているところでございます。調査では、１群

ごとの個体数、雄雌の比率とか、子どもの数とかの個体数でありますとか、加害判定基準に従い

ました加害レベルの評価も行っております。この調査結果に基づきまして、加害レベルの高いま

た住居地に近いような被害の大きいところの群れから捕獲を試みております。前回にも申し上げ

ましたけども、町内２カ所にですね、大型捕獲檻を設置しまして、誘引作業を行っておるところ

でございますが、まだ今のところまとまって頭数が入っておりませんので、捕獲実績、駆除等に

至っていないのが現状でございます。令和５年のですね、秋ぐらい、１０月ぐらいですかね、か

ら大里松原周辺、もっと以前からもあったと思うんですが、出没情報が増えてきております。民

家や中学校、特別養護老人ホーム等が近いこともありまして、何らかの対策をする必要があると

感じておりました。今日なんですけども、３月１４日に浅川の東休憩所、まぜのおかに入ってい

く所のあずまやの所なんですけども、あの近くの農地をお借りしまして、３基目の大型捕獲檻を

設置するところで、ちょっと分析結果を見たら、まぜのおかから文化村、あの辺りを行き来して

いるデータがございましたので、その群れを捕まえるため、その場所を選定させていただいてお

ります。対策としては、町中で鉄砲撃てませんので、私どもが空気銃を持っていくというような

ところでございます。あと以前から、町内でも住宅地でサルが出没するという情報は把握してお

りまして、昨年の８月号の広報にサルに出会った場合でありますとか、対処方法、寄せ付けない

ための対策等を掲載したところではございますが、注意喚起を図ったんですけども、再度ですね、

今年のですね、注意喚起を図るために、広報等に掲載したいと考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

 

 ６番 叶岡議員。 

 

 この猿害につきましてはですね、やはり今、課長が言っよったでしょ、難しい、本当に難しい

と思いますよ。一番ちょっと川上の奥の人に聞いたんやけど、何が一番いいんやと。群れの中の

雄を鉄砲で撃って殺すことです。サルこないしよん、僕も実際見たことないけん分からんけども、

そういうふうな答えも返ってきたりします。檻はもう無理やと。ほんま賢いから一遍入ったら次

は入らんと、ね、よくご存じのような感じになってくるんで、今後、これでもし、危惧しよんは、

住民にもしね、けがでもされたら、やっぱ大変なことになるじゃないですか。そうならんような

形にやっぱりやっていかないかんということは、やはり行政の仕事だと思いますんで、町長。本

当にこの件はもう本当に住民困っておりますんで、食べ物を置かない、野菜を置かない、やっぱ

り畑で物作るもんな。その畑で大根抜いていて食べたりとか、考えれんようなことだった、言よ

ったもんね。だからそこらあたりもっとして、やはりこういうふうなもう厳しい、サルの国にな

らんような形でやっていただくようにお願いいたします。 

私の質問これで終わります。 

 

 叶岡議員の一般質問を終わります。 

以上で、一般質問を終わります。 

議事の都合により休憩します。（午後３時４３分） 

 

休憩前に引き続き再開します。（午後３時５１分） 

  日程第４、議案第３号、海陽町林業従事者専用住宅の設置及び管理に関する条例から、日程第

４１、議案第４０号、令和６年度海陽町海南病院事業会計予算までの議案審議について、本会議

を休憩し、全員協議会を開き、議案の審議を行いたいと思います。これにご異議ありませんか。 
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議  長 

 

 

 

 

 （「異議なし」との声あり） 

 

 異議がないようですので、本会議を休憩し、全員協議会を開き、議案の審議を行います。 

 本会議を休憩します。（午後３時５１分） 

 

 休憩前に引き続き再開します。（午後４時５５分） 

 お諮りします。本日の会議はこれで延会したいと思います。ご異議ありませんか。 

 

 （「異議なし」との声あり） 

 

 異議なしと認めます。 

 従って、本日はこれで延会することに決定いたしました。 

 本日はこれで延会いたします。（午後４時５６分） 

 それで明日１５日、午前中は３小学校の卒業式のため、最初は午後１時３０分から本会議を再

開するということでしたけども、午後 1 時から本会議を再開したいと思います。よろしいでしょ

うか。１時でお願いします。 

本日はご苦労さまでした。 
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